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石

炭

鑛

夫
労
働

…状

態

の
愛

遷

菊

池

勇

夫

は

し

が

き

一

概

説

二

鑛

夫

の

員

数

及

び

細

別

三

鑛

夫

の
雇

傭

及

び

統

轄

四
労
働

時

間

は

し

が

き

こ
の

一
文
は
本
誌
の
前
號

に
掲
載
し
た
る

『
炭
礦
鑛
夫
労
働

契
約
序
論
」
の
第
三
章
ざ
し
て
執
筆
し
た
も
の

》

一
部
分
で
あ
る
o
第
ご
。章

「.石
炭
鑛
業
の

発
展

ざ
鑛
夫
労
働
状
態
の
変
.遷
」
の
全
体
の
内
容
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

第

一
節

明
治
維
新
前
の
石
炭
採
掘

第
二
節

明
治
維
新
後
の
石
炭
鑛
棄

石
炭
籏
夫
労
働
瓶
態
の
變
遷

β
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
四
五
)

三



石
炭
瞬
夫
労
働
駿
態
の
璽
権

(第

二
巻
第

『
號
)

(
A

一
四
六
)

四

第
一
項

第
一
期

(明
治
初
年
よ
り
明
治
二
十
五
、
六
年
頃
迄
)

第
二
項

第
二
期

(明
治
二
十
五
、
六
年
頃
よ
り
大
正
初
頭
迄
)

第
三
項

第
三
期

(世
界
大
載
勃
畿
以
後
)

第
三
節

鑛
夫
舅
働
状
態
の
變
遷

第

一項

就
業
及
び
雇
傭

一

メ
鑛
夫
の
員
藪
及
び
細
別

二

*
鑛
夫
の
雇
傭
及
び
統
轄
…

第
二
項
労
働

條
件

一

*
労
働時
間

二

賃
金

第
三
項
変

災
及
び
疾
病

第
四
項

居
佳
状
態

第
五
項

組
織
運
動

し
か
し
な
が
ら
、
本
誌
の
編
輯
の
都
合
上
右
全
文
の
揚
載
を
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
、
※
印
の
部
分
の
み
を
抜
い
て
取
纒
め
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

以
下
の
記
蓮
は
他
の
部
分
ざ
の
關
聯
に
於
て
爲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
き
ほ
ひ
断
片
的
た
る
を
免
か
れ
難
い
。

一

概

説

『
日
本
鑛
業
誌
』
は
、
明
治
四
十
四
年
に
東
京
鑛
山
監
督
署

に
於
て
、

「
日
英
博
覧
會
の
開
催
を
機
・こ
し
本
邦
鑛
業
の
沿
革
及
現
状



を
海
外
に
紹
介
す
る
の
目
的
を
以
て
編
纂
し
た
る
英
文
M
i
n
i
n
g
 
i
n
 
 
I
a
p
a
n
,
 
P
a
s
t
 
a
n
d
 
P
r
e
s
e
n
t
.

を
醗
講
し
た
る
も
の
」
で
あ
る

が
、
そ
の

「
労
働
者
の
状
態
」
な
る
項

に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
居
る
。

「
坑
夫
間
の
状
態
を
見
る
に
彼
等
相
互
間
に
は
古
來
特
殊
の
慣
例
あ
り
て
探
掘

に
關
し
若
年
者
の
稼

業
充
分
焚
達
し
た
り
,こ
認
め

ら
れ
た
る
ーこ
き
は
親
分
並

に
兄
弟
分
を
選
定
し
そ
の
面
前

に
於
て
荘
嚴
な
る
儀
式
を
行
ひ
服
從
を
宣
誓
し
以
て
坑
夫
に
昇
進
し
坑

夫
名
簿
に
記
入
せ
ら
る
故
に
親
分
の
命
令
に
は
必
ず
服
從
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
状
態

に
あ
り
。
各
鑛
山

に
あ
る
坑
夫
の
親
分
な
る

も
の
は
相
互
間
に
親
密
な
る
聯
絡
を
有
し
居
る
を
以
て

一
坑
夫
が
雇
入
を
求
め
叉
は
他
の
事
情
の
爲

に

一
鑛
山
よ
り
他
の
鑛
山

に

至

o
場
合
に
は
其
鑛
山

の
親
分
に
告
ぐ
る
に
彼
は
自
己
の
親
分
の
名
を
以
て
す
れ
ば
親
切
な

る
取
扱

を
受
く
る
の
み
な
ら
ず
其
就

職
に
關
し
て
少
な
か
ら
ず
助
力
を
得
。
他
鑛
山

に
移
る
場
合
の
知
き
は
旅
費
に
充
つ
る
爲
金
銭
の
恵
與
を
う
く
る
事
を
常
,こ
す
。

如
斯
特
別
な
る
友
愛
の
精
神

一
般
坑
夫
間
に
存
在
す
る
が

故

に
之
を

利
用
す
る

ーこ
き
は
坑
夫
を
し

て
悦
服
せ
し
む
る
事
難
か
ら

ず
。
上
述
の
如
く
坑
夫
間
の
関
係

親
密
な
る
結
果
と
し
て
却
て
之
を
濫
用
し
彼
の
外
國
に
於
て
見
聞
す
る
所
の
同
盟
罷
工
を
企
て

鑛
山

主
を
拶
ま
す
こ
と

な
き
や
を
憂
ふ
る
も
の
あ
る
も
是
唯
杷
憂

に
過
ぎ
ず
し
て
實
際
に
於
て
坑
夫
同
盟
罷
工
の
原
因
,こ
な
れ
る

も
の
は
殆
ん
さ
之
な
し
。
之
れ
實
に
坑
夫
が
其
愛
す
べ
き
天
性
を
有
す
る
ーこ
且

つ
鑛
山
主
が
坑
夫
待
遇
に
留
意
す
る
に
蹄
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。

石
炭
籏
夫
第
働
献
態
の
鍵
遷

(第
二
巻
第
一
號
)

(A

「四
七
)

五



石
炭
籏
夫
労
働
状
態
の
墾
遷

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
四
八
)

六

上
來
述
る
が
如
・＼
坑
夫
の
道
義
心
が
比
較
的
進
歩
せ
る
所
以
に
就
て
講
究
す
る
に
蓋
し
封
建
時
代
に
於
る
武
士
道
よ
り
順
致
し
た

る
も
の
な
る
が
如
し
。
彼
の
戦
國
時
代
に
於
て
戦
敗
し
て
主
君
を
失
ひ
た
る
も
の
又
は
二
君
に
仕

へ
ざ
る
武
士
中
に
は
往
々
遠
隔

な
る
山
間
に
逃
避
し
鑛
床
を
発
見

し
且
つ
之
を
稼
行
し
て
自
活
の
道
を
立
つ
る
に
至
れ
る
も
の
多
し
。
今
其

一
例
を
示
さ
ん
に
小

西
行
長
の
關

ケ
原
に
敗
る

・
や
其
遺
臣
出
勿
に
走
り
途
に
院
内
鑛
山

の
鑛
床
を
発
見

し
た
る
如
き
是
な
り
如
斯
鑛
山

は
彼
等
の
子

々
孫

々
に
よ
り
て
稼
行
せ
ら
れ
其
地
の
住
民
も
亦
此
等
の
武
土
叉
は
其
子
孫
に
よ
の
て
漸
次
武
士
的
氣
風
を
薫
陶
せ
ら
れ
た
る
の

み
な
ら
ず
徳
川
幕
府
時
代
に
於
て
は
山
師
は
武
‡

こ
同
様
の
待
遇
を
受
け
る
が
如
き
亦
武
士
道
的
徳
義
心
の
養
成
に
與
り
て
力
あ

り
た
る
も
の
・こ
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
然
れ
さ
も
時
世
の
変
蓬
に
從
ひ
斯
か
る
武
士
氣
質
は
嚢
頽
す
る
に
至
れ
る
も
尚
坑
夫
の
謄
裡

に
多
少
の
武
士
氣
質
残
存
せ
る
が
如
し
。
L

(
『
日
本
鑛
業
誌
」
、
五
五
-

六
頁
)

右
の
引
用
文
に
よ
つ
て
、
明
治
末
年
、
即
ち
世
界
大
戦
の
直
前
迄
、
わ
が
國
の
鑛
夫
社
會
が
別
天
地
を
形
成
し
、
,そ
こ
に
は
封
建

的
遺
習
を
堅
く
保
守
す
る

一
面
の
存
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
く
の
如
き

一
面
は
云
ふ
迄
噛
な
く
滅
亡
し
て
行

く
、
否
殆
ん
さ

一
般
鑛
山
労
働

者
の
實
生
活
に
対
し
て
無
力
化
し
た
古
い
傳
統
の
名
残
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
し
か
も
日
本
鑛
業
界
の

産
業
革
命
に
よ
る
躍
進
的
発
展

を
叙
し
κ
筆
を
以
て
、
殊
更
に
か

・
る
鑛
夫
の
保
守
的

一
面
を
,こ
り
塞
げ
た
編
纂
者
に
は
意
識
的
或

ひ
は
無
意
識
的
に
な
し
た
現
實
曲
屍
の
態
度
を
見
ざ
る
を
得
な
い
。
少
く
,こ
も
わ
れ
ら
は
次
の
二
鮎
の
謬
り
を
指
摘
出
來
る
,こ
考

へ



る
oGD

坑
夫
仲
間
の
探
用
儀
式
を
有
力
視
し
た
こ
噛こ
。
坑
夫
の
探
用
に
特
別
の
儀
式
の
存
し
た
こ
と

は
,
坑
夫
労
働

に
特
殊
の
熟
練

を
要
す
る
も
の
ー、〕見
傲
さ
れ
た
時
代
の
事
情
に
基
づ
く

す
な
は
ち
金
厨
、
特
に
貴
金
驕
が
鑛
業
の
対
象

で
あ
り
、
探
鑛
技
術
が
秘

法

,、」し
て
揮
授
せ
ら
れ
た
、
産
業
革
命
以
前
の
風
習
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
鑛
業
の
中
心
が
貴
金
厩
を
去
り
、
特

に
石
炭
鑛
業
が

ロウ

断
然
首
位
を
占
め
、
探
鑛
技
術

は
近
代
科
學
に
よ
つ
て

合
理
的
に
登
達
し
て
鑛
夫
数
二
十
二
萬
八
千
百

五
十
八
人

(明
治
四
十
四

年
調
、
内
、
石
炭
山
就
業
人
員
、

一
四
五
、

五

一
八
人
)
に
達
し
た

時
期
に
於
て
は
封
建
的
風
習
か
有
力
な
制
度
た
り
得
な
い
こ

の

と
當
然
で
あ
ら
う
。

⑨

山
師
,、旨坑
夫
・、)を
同

一
覗
し
て
居
る
こ
・こ
。
封
建
的
遺
習
の
残
存
を
認
む
る
場
合
に
於
て
も
、
山
師
と
坑
夫
こ
の
身
分
的
差

異
を
混
同
す
る
こ
.こ
は
出
來
な

い
。

「
山
師
は
武
土
」
,こ
し
て
待
遇
せ
ら
れ
た
が
、
彼
等
は
或
ひ
は
山
相
を
ト
し
て
鑛
賑
を
発
見
し

或
ひ
は
鑛
業
の
維
管
に
與
か
る
者
で
あ

つ
て
、
後
年
俗
に
鑛
業
家
を

「
山
師
」
・こ
構
し
た
の
は
正
當
な
通

用
で
あ
つ
た
。ー
し
か
る
に

坑
夫
は
古
く
か
ら
最
も
下
賎
な
苦
役
-・旨さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
て
、
た
,こ
ひ
封
建
時
代
に
山
師
の
武
士
的
奉

公
関
係

の
影
響

に
よ
り
坑

夫
の
身
分
関
係

に
奉
公
的
色
彩
を
與

へ
ら
れ
た
に
し
て
も
、
決
し
て
か
れ
ら
は
苦
役
労
働

者
ミ
し
て
の
賎

視
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の

④

で
は
な
か
つ
に
。
し
た
が
つ
て
坑
夫
仲
間
に
特
殊
的
に
獲
達
し
た
仁
義
の
氣
風
は
、

「
武
士
的
氣
質
の
残
存
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

石
炭
鑛

夫
労
働
状
態

の
製
遷

(
第
二
巻
第

『
號
)

(
A

「
四
九
)

七



石
炭
騎
夫
舅
働
状
態
の
鍵
遷

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
五
〇
)

八

㈲

封

建

時

代

の
獨
占

的
職

業
仲

間

に
獲

達

し

た
陶

業

組

合

的

職

人
氣

質

の
残
山仔
・≧
解

す

べ
き

で

あ

ら

う

。

わ

れ

ら
が

問

題

.こ
す

る
労
働

者

の
状

態

は
他

の
新

九

な

る

一
面

で
あ

る
。

今

日
鑛
山
労
働

者

が

近

代
労
働

者
階

級

の

一
部

隊

た

る

自

豊

に
於

て
立

ち

上

が

つ
て
居

る
こ
と

は
何

人

も

認

む

る
虜

で

あ

る

が
、

こ
う

し

た

質

的

轄

化

に

は

そ
れ

に
先

立

つ
て
長

い
間

に
亘

る
徐

々

た

る
変
化

が

行

な

は
れ

て
居

た
。

こ

・
に

は
石

炭

鑛
業

の

獲

展

に
件

な

つ
て

炭
鑛

天
の
労
働

状

態

に

生

じ

た
變
遷

を
逗

る

こ

・こ
に

よ

つ

て
、

そ
の

新

た
な

る

一
面

の
量

的

壇

大

を

見

よ

う

ε
す

る
の

で

あ

る
。

-

「我
が
鑛
業
の
内
容
を
見
る
に
、
由
來
.
そ
の
七
割
内
外
か
ら
八
割
は
常
に
石
炭
及
び
銅
の
二
者

に
由

つ
て
占
め
ら
れ
、
残
り
の
二
一二
割
前
後
が
・

金
、
銀
、
石
油
、
鐵
、
硫
黄
等

々
の
客
種
の
鑛
産
含
計
の
占
む
る
ざ
こ
ろ
で
あ
る
。
我
が
鑛
業
の
翼
達
の
殆
ん
8
全
部
が
、
石
炭
、
銅

二
業
に
依
存
し

て
ゐ
る
こ
ざ
を
伺
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
中
、
石
炭
は
盆
々
重
大
位
置
を
占
む
る
傾
向

に
あ
つ
て
、
例

へ
強
日
清
戦
前
に
於
て
は
三
十
七

八
%
な
り
し
も
の
が
歌
洲
戦
後
は
六
、
七
十
%
に
増
大
し
て
ゐ
る
。
」
高
橋
亀
吉
、

「
明
治
大
正
産
業
発
達
史
』
、
四
四
〇
頁
。

2

明
治

の
末
年
に
於
て
も
、
美
濃

の
畑
佐
銀
山
そ
の
他

に
は

『
箱
元
」

ざ
樗

せ
ら
れ
る
制
度
が
行

な
は
れ
て
居
た
。
全
銀
山
は
明
治
四
十
三
年
末

に
お

け

る
從
業
鑛
夫
男
女
併

せ
て
僅
か
に
百
八
十
九
名

の
小
鑛
山

で
あ

つ
た
。

「坑
夫
の
交
際
機
關
ざ
も
言
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
、
役
員
ざ
し
て
其
中
よ
り
大
當
番
四
人
、
限
月
當
番

一
人
を
選
び
,
前
者
中

の
二
名
は
諸
帳
簿
及
金

銭
収
納
の
事
務
を
管
理
し
、
他

二
名
は
坑
夫
間
に
於
け
る
凡
て
の
出

聚
事
を
處
理
す
o
限
月
當
番
は
大
當
番

の
指
揮

に
依
り
て
難
務
に
從
ふ

(
役
員
の

多
少
は
各
分
山
の
大
小
に
依
り
て
異
る
)
。
坑
夫
ご
し
て
傭
入
を
受
け
流
る
者
は
、
箱
元
に
依
り
て
取
立
を
受
け
、
免
状
を
授
興

せ
ら
れ
、
拉
に

一
人



前
の
坑
夫
ご
な
る
。
尤
も
此
取
立
を
受
け
ざ
ろ
問
.込
雛
も
坑
夫

の
仕
事
に
從
事
す
る
も
の
あ
る
も

、
之
は

一
般
に
燧
道
ざ
呼
げ
れ
坑
夫
間
の
交
際
を
許

さ
ず
o
又
坑
夫
ざ
呼
構
ず
る
こ
ざ
を
禁
ぜ
り
O

取
立
ば
次
の
立
會
人
に
依
り
て
免
状
を
交
付
す
。

(
一
)
隣
山
立
會

隣
山
箱
元

へ
劉
し
立
曾
を
求
む
る
こ
ざ
を
要
し
、
隣
山
箱
元
は
取
立
執
行
期
日
に
自
己
の
費
用
に
て
來
山
し
て
立
曾
ふ
も
の
ざ
ず

(
二
)
浪
人
立
會

現
に
從
業
ず
る
鑛
山
な
き
坑
夫
を
浪
人
ざ
呼
ぴ
、
取
立
に
際
し
て
は
亦
之
が
立
會
を
要
す
。
行
路
に
浪
人
を
見
出
す
時
は
、
當
山

箱
元

の
費
用
を
以
て
取
立

の
日
迄
之
を
引
止
め
置
く
も
の
だ
ず
o

(
三
)
飯
場
立
會

各
飯
場
の
立
會
を
要
ず
。

(
四
)
中
老
立
會

當
山
古
参
者

(
二
箇
年
以
上
當
山
に
坑
夫
た
る
も

の
)

の
立
會
を
要
す
。

以
上
の
立
會
人
は
悉
く
冤
状
に
署
名
す
る
も
の
ざ
す
。

右
ば
普
通
取
立
に
し
て
此
外
地
方
取
立
あ
り
。
常
該
鑛
山

に
於
て
の
み
之
を
行
ひ
、
其

一
山
に
於
け
る
坑
夫
間

の
み
交
際
し
得
る
も

の
ざ
ず
。
但
し

七
箇
年
縫
綾
ず
る
時
は

}
般
に
通
ず
る
も
の
ご
し
、
其
開
に
職
業
か
一
変
更す
る
ざ
き
は
取
立
は
効
を
失

ふ
。
取
立
は
之
か
受

く
る
者

の
生
じ
た
る
度
毎

に
爲
ず
に
あ
ら
ず
。
費
用
節
約
の
爲
め
二
年
叉
ぱ
三
年
後
数
名
同
時

に
行

ふ
。
此
場
合
に
は
鑛
山

よ
り
取
立
費
補
助
金
ざ
し
て
、
、
被
取
立
人
員
に
磨

じ

一
人
に
付
五
十
銭
乃
至

「
圓
づ

・
凄
支
給
し
、
又
被
取
立
人
は
金
三
圓
を

取
立
料
ざ
し
て

箱
元

へ
徴
収

せ
ら
る
》
定
め
な
り
。
」

』鑛

夫
調
査
概

要
」
、

一
〇
三
ー
四
頁
Q

3

山
師
が
武
士
.込
し
て
の
待
遇
ル
一與

へ
ら
れ
た

こ
ざ
に
就
て
は
、

『
山
例
五
十
三
ケ
條
」
に

「
山
師
金
繋
職
分
之
輩
者
野
武
十
之
格
式
與
被
仰
付
候
云

々
」

(
「
足
尾
銅
山
餌
記
御
定
法
」
、
水
谷
嘉
吉
,

『
日
本
鑛
業
法
論
」
、
三
七
頁
所
揚
)
ざ
あ
り
、

『御
山
法
之
事
』
中

に
も

「格
式
之
事

「
、

石
炭
簸
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(第

二
巻
第

一
競
)

(
A

一
五

一
)

九



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
禦

過

(第

二
巻
第

叫
號
)

(
A

一
五
二
)

一
〇

山
先
其
身

一
代
苗
字
樽
刀

ハ
不
申
及
乗
馬
挾
箱
御
免

一
、
小
師
苗
字
帯
刀
御
免

一
、
山
廻
子
右
同
噺

一
、
御
公
儀
様

ヨ
リ
山
先
之
者

二
屋
舗
料

被
下
置
候
筈
其
外
諸
役
人
殆
金
山
師
相
劉
可
致
事
L

(
「
銅
山
受
資
書
記
備
中
小
泉
銅
山
山
法
々
條
」
、
水
谷
、
前
掲
書
、
四
二
頁
所
揚
)
ざ
記
さ
れ

て
居
る
。
又

「
石
見
銀
山
奮
記
」
中
、

『
銀
山
町
方
山
方
役
名
之
事
』

の
項
に
も

「
'一
、
都
而
山
師
共
苗
字
族
帯
刀
之
儀
御
免
被
仰
付
候
趣
は
、
御
謹

文
等
は
無
御
座
候

へ
♂
も
、
前
條
に
相
記
候
安
原
備
中
を
姶
ざ
し
て
、
其
外
渡
邊
備
後

・
松
原
越
中

・
木
原
土
佐

・
熊
谷
清
右
衛
門

・
原
如
閑
ざ
申
重

立

の
者
共
よ
り
引
績
、
其
外
も
所
相
続

の
者
ざ
も
故

、
銀
山
願
筋
に
て
江
戸
表

へ
罷
出
候
節
.
並
佐
州
奥
州
野
州
丹
州
並
近
圃
ざ
も
、
是
迄
金
銀
山
御

用
に
付
罷
越
候
節
、
族
帯
刀
仕
來
申
候
」

(改
造

耐
版

『
近
世
社
曾
繹
濟
叢
書
」
、
第
八
巻
、
二
九
四
頁
)
ざ
あ
る
。

山
師
が
鑛
山

の
終
管
者
で
あ

つ
た
こ
ざ
に
就
て
は
、

『
佐
渡
金
山
蕗
記
」
に
基
づ
き

「
間
歩
を
所
領
す
る
者
を
山
師
又
は
山
主
・じ
い
ひ
、
山
師
の
配

下
に
属
し
数
を
預

る
者
粒
金
子
ざ
い
ふ
」
ざ

『
日
本
百
科
大
僻
典
』

(第
二
巻
、
八
八
九
頁
、
ヒ
段
、
か
な
や
ま
【金
山
回
の
項
)
に
記
さ
れ
、

『
石
見

銀
山
薔
記
」

の

「
往
古
よ
り
掟
山
方
取
扱
」
の
項

に
も

「
『
、
山
師
所
持
の
間
歩
の
内
よ
り
.
他

の
閲
歩
内

へ
抜
鐘
所
鍵

一
向
無
之
候
得
共
、
我
山
に

仕
候
儀
抜
候
而
五
日
之
内
に
山
主
注
進
に
於
て
は
山
圭

へ
可
申
付
候
。
日
限
遅
に
於
ぱ
取
明
候
考
に
可
遣
、
並
に
柄
山
抱
取
候
時
双
方
よ
り
立
會
抜
候

は
ノ
、
柄
山
出
候
分
は
其
分
裁
判
可
仕
候
事
」
.≧
あ
り

(
前
掲
書
、
一
=

七
頁
」

「
銀
山
稼
入
用
御
下
け
金
並
に
拝
借
」
の
項
は

「御
善
請
山
師
共
相

願
候
爲
」
、

「
山
師
共
相
願
」
、

「
銀
山
師
困
窮
仕
、
御
救
揮
借
相
願
」
、
銀
山
支
配

の
役
人
か
ら
米
、
銀
等
を
辞
借
被
仰
付

の
記
帳
で
あ
る

(
前
掲

書
、
一
二

八
頁
以
下
)
。
こ
の
山
師

の
維
螢
に
就
て
激

へ
た
も

の
は
佐
藤
信
淵
著

『
坑
場
法
律
」
で
あ

つ
て
、

「
何
れ
の
國
の
坑
場
に
も
憲
法
准
建
て

治
め
ざ
る
は
な
け
れ
ε
も
、
各

々
に
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
ざ
有
て
、
其
法
の
時
を
極
め
善
を
蓋
せ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
或
は
人
夫
等
其
山
に
永
佳
で
・る
こ
ざ

を
樂
ま
ず
、
離
散
す
る
こ
ざ
多
く
、
或
は
人
夫
等
其
業
を
怠
惰

し
て
貧
に
迫
り
種
々
の
悪
事
冷
爲
し
、
或
は
放
蕩
亡
頼
に
し
て
,
喀
嘩

雫
闘
頻
り
に
起

て
山
内
常
に
騒
動
し
、
或
は
山
主
に
損
毛
甚

た
多
く
し
て
財
用
の
給
ざ
る
に
困
み
、
或
は
人
夫
等
山
圭
の
少
恩
な
る
を
恨
み
て
、
蕪
を
結
び

一
揆
を
企



て
、
奈
ん
ざ
も
ず
べ
か
ら
ざ
る
の
訴
訟
等
ゆ
'7}起
し
、
或
は
山
主
に
損
毛
を
罹
ん
こ
ざ
を
欲
し
て
、
山
を
崩
し
水
を
盗

ら
し
て
莫
大
な
る
普
請
な
♂
を
起

し
、終
に
ぽ
其
業
を
爲
ず
こ
ざ
も
能
は
ず
し
て
廃
山
に
及
ぶ
ご
ざ
往

々
に
在

る
こ
ざ
な
り
云
々
」
、
「
叉
我
が
租
父
不
時
軒
翁
夙
よ
り
坑
場
の
盛
嚢
は
悉

皆
人
夫
共
の
和
樂
し
て
其
山
に
永
く
佳

せ
ん
こ
・こ
か
一希

ふ
ざ
、
和
樂
せ
ず
し
て
其
山
を
早
く
去
ら
ん
こ
ざ
を
欲
す
る
に
在
る
ご
ざ
か
一悟
り
、
羽
州
松
岡

山
を
開
獲
ず
る

時
に
此
の
十
七
條
の
憲
法
浄
作
り
.
坑
夫
等
粒
撫
御
す
る
の
術
に
於
て
善
凄
鑑
し
妙
を
極
め
た
り
云
々
」
ざ
序
文
に
記
し
て
居
る

(
中

外
商
業
新
報
社
版

、
「
日
本
産

蒸
資
料
大
系
」
、
第
四
巻
、
三
五
八
頁
)
Q
な
ほ

『諸
商
人
世
帯
氣
質
」

の

「
金
山
師

の
三
百
傭

の
手
形

一
枚
」
に
開
す

る
く
だ
り
も
、
山
師

の
灘
螢
者
た
る
こ
ざ
の

噌
面
を
謹
す
る
も
の
ざ
見
ら
れ
る

(
金
田
季

一
郎
、

『
徳
川
時
代
に
於
け
る
債
権
及
び
債
務
の
移
転
」

、

本
誌
、
第

一
雀
第

↓
號

、
A
、
三

一
頁
の
引
用
に
襟
る
)
Q

山
師
は
山
主
た
る
輝
螢
者
よ
り
も
廣
汎
園

の
者

に
通
用
せ
ら
れ
た
こ
ざ
は

「
石
見
銀
山
薯
記
」
中
、

「
慶
長
年
中

よ
り
御
奉
行
御
代
官
名
前
並
當
時

諸
扶
持
人
名
前
其
外
山
師
役
名
の
事
」

の
項

に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る

(前
禍
者
、
二
八
三
頁
以
下
)
。
然
し
そ

の
下
級

の
者
ざ
錐
も
純
然
た
る
坑
夫
ざ

は
明
瞭

に
区
別
さ
れ
て
居
た
。
元
和
三
年
七
月
十
九
日
研
中
法
度
書
五
ケ
條
中

の
第
四
條
に

「
一
、
山
師
商
人
諸
細
工
、
大
工
、
ほ
り
こ
、
石
は
だ
き

板
取
等

の
外
宿
致
間
敷
事
」

(水
谷
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
よ
り
引
用
」
ざ
記
さ
れ
て
居
る
の
も
両
者

の
差
別
を
示
す

一
例

ざ
見
ら
れ
る
。
因
み
に
、
佐

藤
信
淵
著

『
坑
場
法
律
」
、
下
巻
に
ぱ
山
師
㍗
山
主

ご
臓
別
し
て
、
木
山
師

の
み
に
用
い
て
居
る
◎

「山
主
た
る
者
ば
勝
れ
た
る
山
師
を
持
ざ
れ
ぼ
叶

は
ざ
る
こ
ざ
粒
知
る
べ
し
、
山
師
・、」
は
即
ち
山
子

の
老
練

し
て
能
く
木

の
性
ざ
位
ざ
値
段

ざ
を
知
り
、
且

つ
蓮
逡
す
る
地
の
利
を
知
り
、
蓮
逡
ず
る
人

夫

の
数
ざ
諸
雑
費

の
勘
定
迄
を
積
り
て
、
材

ホ
を
伐
出
す
の
損
徳
す
る
こ
ざ
、
山
相
家

の
諸
金
山
准
相
す
る
に
誌
露

あ
る
が
如
き
人
に
同
く
、
能
く
材

木
山
の
諸
勘
定
㍗
測
量
し
て
詳

か
に
利
害
を
前
知
す
る
山
子

の
老
先
生
を
云
ふ
云
々
」

(
前
掲
書
、
三
九
三
頁
)
。

4

坑
夫
に
關
し
て
は

「
日
本
百
科
大
僻
典
』

の
前
掲

「
か
な
や
ま
」
の
項
に
.

『
坑
内

の
労
働
者
ル
総
構
し
て
穿
子
ざ
い
ひ
、
其
他
手
傳
穿
子
、
丁
場

石
炭
籏
夫
労
働

状
態

の
痩
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
五
三
)

=



石
炭
蟹
夫
榮
働
状
態
の
憂
遷

(第

二
巻
第

↓
號
)

(A

一
五
四
)

=

一

穿
子
、
讃
通
穿
子
、

輔
指
穿
子
、

水
替
穿
チ
等

の
稽
あ
り
」

ざ
記
さ
れ
、

『
石
見
銀
山
霞
記
』
中
、

「
銀
山
稼
方
取
扱
」

の
項
に
は
、

「掘
子
。
手

子
。
柄
山
員

。
間
歩
四
は
式
内
・、」
相
唱

へ
出
入
を
相
改
申
候
。
但
漣
所
叉
は
寸
法
切

ざ
申
、
麺
無
之
場
所
を
も
穿
ち
候
者
泓
掘

子
叉
銀
掘
ざ
申
候
Q
右

に
付
濟
候
て
掘
出
し
候
漣
並

に
柄
山
跡

へ
取
直
し
岡

へ
鐵
子
先
懸
に
畠
、
衣
に
参
り
候
掘
子
呼
に
出
候
を
手
子
ざ
申
候
。
尤
十
歳
前
後
の
子
供
を
遣
り

申
候
。
且
柄
山
資
ざ
申
は
、
右
掘
出
し
候
土
石
を
明
リ

へ
員
出
申
候
o
但
岡
を
當
所
に
て
は
明
り
ざ
相
唱

へ
申
候
云
々
L

(前
揚
書

、
二
〇

一
頁
)
ざ

あ
る
。

坑
夫
の
社
會
的
地
位
を
示
す
も
の
は
.
そ
の
出
身
で
あ

つ
て
、
佐
藤
信
淵
著

『
坑
場
法
律
」
に

「
最
初
は
僅
か
二
十
七
人
に
て
掘
創
し
か
♂
も
、
三

岡
年
を
経
る
の
間
に
人
夫
の
群
り
集
る
こ
ざ
男
女
凡
そ
七
八
百
人
に
及
び
云
々
」
ざ
あ
る
が
如
く
近
在

の
百
姓
及
び
歓
落
者
、
罪
人
等

の
集
合
で
あ

つ

た
。
し
光
が

つ
て
、
こ
れ
ら
の
人
夫
即
ち
鑛
夫

・
炭
焼

・
鞘
夫
等

は
大
工

・
鍛
冶

・
杣
木
引

・
左
官

・
桶
士

の
如
き
諸
職
人
よ
り
も

一
段
卑
く
扱
は
れ

て
居
る
。

『
石
見
銀
山
落
記
」
中
に
も
坑
夫
の
出
身
を
示
ず

「
在
方
村

々
よ
り
参
候
柄
山
賢
」
な
る
記
述
が
あ
る

(
前
揚
書
、
二
九
五
頁
)
。

坑
夫
が
苦
役
労
働
た
る
こ
ざ
は
東
西
の
歴
史
に
見
え
る
が
徳
川
時
代
に
於
て
も
佐
渡
金
山
逡
り
を
以
て
徒
刑

の

一
方
法
ざ
し
、
更
に
鑛
山
役
夫
が
其

地
に
於
て
犯
罪

せ
る
場
合
に
は
数
内
追
込
ざ
云
ふ
坑
内
に
閉
ち
こ
め
る
刑

を
以
て
し
た
。
右

の
如
き

「
佐
州
江
水
替
人
足

二
差
遣
」
虜
刑

の
事
例
に
就

て
は
水
谷
氏
、
前
掲
書
、
四
二
ー
四
頁

の
引
用
参
照
0

5

前
掲
、
註
2
の

「
箱

元
」
の
制
度
の
如
き
は
こ
の
解
釈
を
暗
示
ず
る
も
の
ざ
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

石
炭

鑛

夫

の
労
働

状

態

を
知

る

べ
き

一
般

的

資

料

は
、
明

治

の

前

半

即

ち

石

炭

鑛

業

獲

展

ひ
第

一
期

に
關

し

て
見

出

さ
れ

な

い
。

又

斯

業

が

一
大

躍

進

を

遂

げ

た

明

治

中

期

に
關

し

て

も

、

全

國

的

に

は
農

商

務

省
鑛
山

局

編

『
鑛
山
獲

達

史

」

(
明

治

三

三
年

)

中



に
散
在
す
る
記
述
を
拾
ぴ
ゾ得
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
幸
ひ
に
高
野
江
基
太
郎
著

『筑
讐
炭
顔
誌
、
附
、

三
池
炭
膿
誌
」

(明
治
三

一
年
)
に
よ
つ
て
九
州
炭
田
に
於
け
る
労
働
朕
態
を
審
ら
か
に
す
る
こ
と

が
出
來
る
。

明
治
末
年
,
即
ち
第
二
期
の
後
半

に
關
す
る
資
料
と
し
て

は
、
明
治
四
十
三
年
、
農
商
務
省
鑛
山

局
の
調
査

に
か

・
る

『
鑛
夫
調

査
概
要
」

(
大
正
二
年
)
が
あ
り
、
高
野
江
基
太
郎
著

『
日
本
炭
礦

誌
」

(明
治
四

一
年
)
及
び
全
書
の
増
訂
再
版

(
明
治
四
十
四

年
)
が
あ
る
。
最
近
の
時
期
に
關
し
て
は
、
年
々
鑛
山
局
か
ら
出
さ
れ
る

『
本
邦
鑛
業
の
趨
勢
」
が
あ
る
上
に
、
非
公
刊
物
で
は
あ

る
け

れ
さ
も
内
務
省
社
會
局
で
印
嗣
に
附
し
た

『
鑛
業
労
働

事
情
に
開
す
る
調
査
」

(
昭
和
三
年
二
月
)
及
び
同
局
労
働

部
の
労
働

保
護
資
料
第
三
十
六
輯

『
我
國
に
於
け
る
労
働
時
間
の
概
況
』

(
昭
和
六
年
三
月
)
が
あ
る
。
な
ほ
九
州

地
方
に
關
し
て
は
福
岡
地

方
職
業
紹
介
事
務
局
の
印
刷
物

に

『
筑
豊
炭
鑛
労
働

者
出
身
調
査
」

(
昭
和
三
年
十

二
月
)
及

び

『
坑

夫
雇
傭
状
態
に
關
す
る
調

査
」

(
昭
和
四
年
二
月
)
が
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
諸
資
料
に
嫁
る
も
の
で
あ
る
。

①

一
鑛
山蛮
達
史
』
…
…
此
の
書
は
、
明
治
三
十
三
年
の
パ
リ
に
於
け
る
萬
國
博
覧
會
に
出
陳
す
る
爲
、
わ
が
國
の
鑛
山
中
著
名
な
る
も
の
》
滑
苗
及

び
現
状
に
關
ず
る
報
告
を
鑛
山
局
で
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
Q
総
論
的
部
分
が
記
述
さ
れ
て
居
ら
ぬ
た
め
噺
片
的
な
資
料
た
る
を
免
か
れ
難
い
。

働

「筑
豊
炭
贋
誌
、
附
三
池
炭
礦
誌
」
…
…
此
の
書
の
内
容
は
薯
者
が
明
治
三
十
年
七
月
以
來
各
坑
の
巡
遊
を
行
ひ
、
當
時
の

「門
司
新
報
」
に
連
載

し
て
翌
三
十
「
年
二
月
中
旬
完
了
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
は
詳
細
で
、
且
つ
客
坑
に
就
き
調
査
年
月
日
を
記
し
正
確
を
期
し
て
居
る
。
又
総
論
的
記

石
炭
籏
夫
勇
働
状
態
の
鍵
遷

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
五
五
」

一
三



石
炭
瞳
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

一
五
六
)

一
四

述
に
二
百
頁
を
割
い
て
居
る
。
明
治
三
十
年
に
於
け
る
筑
豊
四
郡
の
温
炭
額
は
二
、七

二
〇
妊
、
之
を
全
國
産
炭
額
五
、
二
一二
〇
竜
に
対
比
す
れ
ば
五

二

%

に
當
る
。

③

『
目
本
炭
贋
誌
」
及
び

『
増
訂
目
本
炭
隈
誌
』
…
…
署
者
高
野
江
氏
は

「
筑
豊
石
炭
鑛
業
組
合
月
報
」

の
編
輯
者
ざ
な

つ
て
か
ら
執
筆
し
沈
も

の
で

前
著

「
筑
豊
炭
礦
誌
」
か
ら
十
年
後

の
明
治
四
十

一
年
に
、
明
治
三
十
九
年
末

の
現
状
に
於
て
全
國
的
資
料
を
蒐
集
し
て
居

る
。
増
訂
版
は
明
治
四
十

三
年
分

の
資
料
を
整
理
し
て
行

つ
た
も

の
で
あ
る
。
此
の
書
は
総
論

の
記
述
も
詳
細
を
極
め
、
持
に
鑛
夫
に
關
ず
る
部
分
は
農
商
務
省
鑛
山

局
調
査
の

「
鑛
夫
待
遇
事
例
」
、

『
鑛
夫
労
働
事
情
」
に
捺

つ
て
居
る
o

㈲

「鑛
夫
調
査
概
要
」
…
…
農
商
務
省
鑛
山

局
に
於
て
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
末
日
現
在
の
報
告
資
料
を
整
理
し
だ
も
の
で
、
最
も
重
要

な
調
査
書

で
あ
る
。
同
年
末
現
在

の
鑛
夫
総
数
は
二
十
三
萬

八
千
六
百
九
十

一
人

(
内
石
炭

田
、
十
四
萬
五
千
二
百
五
人
)
で
あ

つ
た
が
、
調
査
は
特
に
重
要
鑛

山
に
就
て
爲
さ
れ
、
そ

の
鑛
夫
数
は
十
九
萬
五
千
三
十
人
即
ち
網
鑛
夫

の
約
八
割
二
分
に
當
る

(
内
石
炭
山
十

一
萬
六
千
三
百
八
十
八
人
)
。

⑤

『
本
邦
鑛
業
/
趨
勢
』
…
…
此

の
書
に
於
て
は
、
各
年
度
に
於
け
る
六
月
末
現
在
の
数
字
を
掲
け
て
居
る
。
叉
、
鑛
夫
に
關

ず
る
資
料
は
大

正
五
年

以
後
に
於
て
詳
細

ざ
な
つ
だ
か
ら
そ
れ
以
前

に
就
て
は
参
考
ず
べ
き
も
の
が
少
な
い
。

⑥

『鑛
堤
労
働
事
情

二
關

ス
ル
調
査
」
…
…
女
子
及
年
少
者
の
深
夜
業
禁
止
問
題

、
女
子
及
年
少
者
坑
内
労
働
禁
止
問
題
及
び

一
般
鑛
夫
の
坑
内
就
業

時
筒
制
限
開
題
を
立
法
化
す
る
準
備

の
爲
、
耐
曾
局
に
於
て
行

つ
た
調
査
准

「
未
定
稿
」
の
形
式
で
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
右

の
諸
問
題
に
關
す
る

周
密
な
る
統
計
表
を
附
録
ざ
し
て
掲
載
し
て
居
る
。

(鑛
夫

の
就
業
時
問
調
査
は
大
正
十
五
年
十
月
五
日
現
在

の
報
告
を
取
纒
め
て
集
計
し
柁
)
。

一①

「
我
國

二
於
ケ
ル
労
働
時
衙
ノ
概
況
』
…
…
内
務
省
社
曾
局
労
働

部
が

「
労
働
保
護
資
料
第
三
十
六
輯
」
ご
し
て
出
し
た
も

の
で
あ
る
が

、
特
に
そ

の
中

の

「
第

一
、
石
炭
山

二
於

ケ
ル
坑
内
労
働
時
間

ノ
概
況
」
に
於
て
、

「
敗
正
鑛
夫
螢
役
扶
助
規
則
」
の
昭
和
五
年
九
月

一
日
よ
り
施
行

せ
ら
れ
た



前
後
の
状
況
を
報
告
し
て
居
る
。

⑧

「筑
豊
炭
鑛
労
働
者
出
身
蹄
、調
査
」
・:
・:
福
岡地
方
職
業
紹
介
事
務
局
に
於
て
昭
和
三
年
七
月
、
筑
豊
地
方
著
名
炭
山
に
調
杳
票
膨
配
布
し
、
五
十

九
ケ
所
六
萬
三
千
六
百
四
十
六
人
の
實
勲
調
査
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
日

『坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
す
る
調
査
』
…
・:
福
岡地
方
職
業
紹
介
事
務
局
調
査
の
「
坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
す
る
調
杏
こ

の
外
に
輪
岡
鑛
山
監
督
局
調
査

の
「福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
縣
下
に
於
け
る
募
集
駄
況
調
杳
こ
な
る
資
料
を
含
む
。
第
一
の
方
は
、
先
に
調
査
し
た
『筑
豊
炭
山
労
働
事
情
」
を
補
ふ
意

味
を
以
て
行
は
れ
た
も
の
で
、
第
二
の
方
は
三
縣
下
に
於
け
る
準
重
要
以
上
の
石
炭
山
に
劃
し
其
鑛
夫
募
集
方
法
、
厩
域
並
手
数
料
及
大
正
八
年
以
降

十
年
に
至
る
三
ケ
年
間
に
支
出
し
た
る
募
集
費
を
調
査
し
、
且
大
正
十
年
下
牛
期
中
に
雇
入
れ
た
る
鑛
夫
の
前
稼
働
地
粒
併
せ
て
報
告
准
求
め
、
福
岡

縣
下
六
十
七
山
(
三
池
を
除
く
)
佐
賀
縣
下
十
三
山
、
長
崎
縣
下
十
二
山
よ
り
回
答
を
得
て
集
計
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

叩

直
接
利
用
し
得
な
か
つ
た
資
料
ざ
し
て
は
、
前
記
の
、
農
商
務
省
鍵
山
局
編
『鑛
夫
待
遇
事
例
』
、

『鑛
夫
労
働
事
情
』
及
び
福
岡
馳
方
職
業
紹
介

事
務
局
編

『筑
豊
炭
山
労
働
事
情
』
等
の
名
ル
墓
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

鑛
夫
の
員
数
及
び
細
別

総
員
数

炭
鑛
夫
の
員
数
及
び
そ
の

一
ヶ
年
勢
役
延
人
員
数
は
、
明
治
三
十
二
年
以
後
示
さ
れ
て
居

る
。
次
の
第

一
表
の
如
く

明
治

三
十
二
年
、
⊥ハ
萬
九
百
六
十
四
人
で
あ
つ
た
の
が
逐
年
屠
加
し
て
明
治
四
十
二
年
に
十
五
萬
二
千
五
百
十
五
人
と
な
り
明
治
年

間
に
於
け
る
最
高
数
を
示
し
た
。
其
後

一
爾
年
減
少
し
た
が
大
正
に
入
つ
て
か
ら
叉
増
加
に
向
ひ
世
界
大
戦
直
後
の
大
正
八
年
に
は

石
炭
瞬
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(A

『
五
七
)

繭
五



石
炭
籔
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
五
八
)

一
六

三
十
四
萬
八
千
二
百
四
+
人
の
多
数
こ
な
つ
た
。
し
か
し
翌
九
年
か
ら
の
不
況
期
に
再
び
減
少
し
て
十

一
年
に
は
二
十
四
萬
九
千

二

十
二
人
に
激
減
、

一
時
回
復
を
示
し
た
が
又
十
五
年

(
昭
和
元
年
)
以
後
は
二
十
三
萬
毫
,こ
な
り
、
今
回
の
世
界
恐
慌
の
結
果
更

に

昭
和
五
年
に
は
二
十
萬
毫
に
減
少
し
た
。

第

一
表

石
炭
山
鑛
夫
人
員
及
勢
役
延
人
員
累
年
比
較
*

年

次

明

治

大

正

三

二

三

孟

三

八

四

一

四

四三六

鑛

夫

数
六
〇
、
九
六
四

夫

、
八
九
四

莞

、
吾

五

三
六
、
九
九
地

一四
五
、
四
一ニ

ズ
ニ
、山三
七

二
巻
」

四
四

延

工

数

輩
位
千
人

宍
、
茜

O

死
£

八
八

冗
、
三
三

茜

、
0
莞

一

三
六
」

〇
六

四
四
、
δ
七

糞

八
.
」

年

次

大

正

昭

和

九二最二三四丑

鑛

夫

数
三
四
二
、
全

三

二
七
八
、
七
七
一

二
三
五
、〇
四
四

二
三
九
、
冥
七

二
三
『

究

O

唱一二
八
D
七
六
一

延

工

数

単
位

干
人

八
「

三
九

六
〇
b
O
六
三

五
七
℃
四
三
三

五
七
、
九
空

六
『

=
究

冠
三
、
六
晃

*
大
正
十
五
年
迄

の
分
は

『
日
本
経
済
統
計
総
観
」
、
九
六
五
頁
よ
り
韓
載
Q
昭
和
年
間

の
分
は
直
接

『本
邦
鑛
業
ノ
趨
勢
』

に
捺
る
。

(
但
.
昭
和

二
年
及
び
三
年
の
延
工
鐵
は
福
岡
籏
山
監
督
局

よ
り
樋
報
を
得
た
る
も
の



躰
性
別

明
治
三
十
年
頃
に
於
け
る
男
女
坑
内
夫
の
割
合
は
、
筑
豊
に
於
て
は
男
七
.
女
三
、
の
比
が
最
も
多
く
、
男
八
,
女

二
の
比
は
往

々
存
し
、
男
六
、
女
四
の
比
は
甚
だ
稀
で
あ

つ
た
。

(
『
筑
豊
炭
礦

誌
」
参
照
)

明
治
四
十
三
年
末

に
は
、
全
國
石
炭
山
就
業
鑛
夫
中
男
女
の
割
合
は
男
七
割
四
分
弱
,
女
二
割
六
分
彊
で
、
之
を
特

に
切
羽
に
於

け
る
坑
夫

(先
山
)
に
就
て
見
れ
ば
女

一
割
強
、
手
子

(
後
山
)
に
就
て
見
れ
ば
女
六
割
二
分
彊
を
占
め
て
居
る
。

第
二
表

明
治
四
十
三
年
末
現
在
男
女
鑛
夫
實
数
及
其
割
合
*

坑

夫

(
先

山

)

手

子

(
後

山
)

鑛
夫
全
員

へ坑

内
外

子
含

ム
)

男

女

實

数

「
割

合

實

数

」
割

合

四
丑
、
〇
三
〇

一
一
、
四
三
九

6

七
、三

〇

八
九

三
八

茜

五
、六
七
三

天

噛
八
二
九

三
七
、
究
五

=六
二二六

計

實

数

一
割

合

吾

君
〇
三

三
〇
、
二
六
八

一
四
凪
、
二
〇
五

δ
0

δ
O

δ
O

*

『
鑛
夫
調
査
概
要
」
二
頁
の
蟹
数
に
よ
り
算
出
。

鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
の
製

後

(致
正
五
年
船

一而

醗

)
女
子
は
保
護
鑛
夫

(就
業
時
間
制
限
深
蘂

禁
止
、
就
業
場
所
制
限

等
)
と

さ
れ
た
。
更

に
昭
和
三
年
に
於
け
る
前
記
規
則
の
改
正
後

は
一
般

に
女
子
の
坑
内
労
働

を
禁
止
さ
れ
た
が
,
そ
の
施
行
は
三

石
炭
籔
夫
労
働
状
態
の
痩
遷
・・
(
第
二
巻
第

一
號
)

(A

一
五
九
)

一
七



石
炭
麟
夫
榮
働
状
態

の
變
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
六
〇
)

叫
八

年
間
延
期
ざ
れ
昭
和
六
年
九
月

【
日
か
ら
實
施
さ
れ
た
。
最
近
に
於
け
る
女
子
坑
内
夫
の
就
業
状
況
は
次
の
第
三
表
で
知

ら
れ
る
。

第
三
表

女
子
坑
内
夫
實
数
及
男
女
全
員

二
封
ス
ル
割
合
*

年

次

、
/

ー

類
/

大

正

五

年

大

正

八

年

大

正

十

二

年

大

正

十

四

年

昭

和

三

年

昭

和

四

年

採

炭

夫
五
、
垂

六

三
、三
六
〇三二

支

柱

夫

三
、
九
二
八

一
、
九
七
七

曇
二

壬6
六

後
山
(
手
子
)

五
二
δ

三

四
四
£

エ
ハ

四
一
、
九
三
七

三
菩
六
茜

三
一
、
一八
六

雑

夫

五
、
三

〇

四
δ

三
六

三
、六
毛

一
、八
三

て

五
二
四

ソ

ノ

他
「
茱
九

六
〇
七

三垂三
二

蓋
九

計
三
八、
三

〇

六
ヤ

八
三
六

五
四、
八
突

四
六
δ
七
二

三
七
、
七
三
〇

三
二
,
九
七
七

全
坑

内
夫

二

醤

ス
ル
割
合

二
六

二七二七壽≡究

*
『
本
邦
鑛
業
ノ
趨
勢
」
に
撮
り
作
成
。
大
正
十
一
年
度
粒
探
ら
ず
大
正
十
二
年
度
の
藪
字
》
揚
げ
た
の
は
、
大
正
十

「
年
度

「趨
勢
」
が
翌
年
の
關

東
大
震
火
災
の
結
果
登
行
さ
れ
な
か
つ
た
こ
ざ
に
因
る
。

年
齢
別

明
治
四
十
三
年
末
調
に
よ
れ
ば
十
二
歳
末
満
の
者
が
、
坑
夫
(先
山
)
に
男
九
名
、
女
三
名

,
手
子

(
後
山
)
に
男
十

名
、
女
四
名
、
選
鑛
夫
に
男
四
名
、
女
三
名
、
雑
夫
そ
の
他
に
男

一
名
,
合
計
三
十
四
名
從
業
し
て
居

九
。
大
正
五
年
九
月

一
日
以

後
、

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
が
實
施
さ
れ
て
十
二
歳
未
満
の
者
の
就
業
が
禁
止
さ
れ
、(
但
し
此
規
則
施
行
前
よ
り
+
歳
以
上
の
者



を
引
綾
き
就
業
せ
し
む
る
場
合

に
は
適
用
せ
ず
)
十
五
歳
未
講
の
者
は
女
子
・こ
共
に
保
護
鑛
夫
と

な
つ
た
。
次
に
大
正
十
二
年
に
公

布
さ
れ
た
る

「
工
業
労
働

者
最
低
年
齢
法
」
に
ょ
臼
十
四
歳
未
満
の
者
が
原
則
,こ
し
て
使
用
禁
止
、
但
し

十
二
歳
以
上
の
者
に
し
て

尋
常
小
學
校
の
教
科
を
修
了
し
た
者
は
例
外
と
規
定
さ
れ
大
正
十
五
年
七
月

一
日
か
ら
實
施
さ
れ
た
。
又
全
年

「
鑛
夫
螢
役
扶
助
規

則
」
も
改
正
さ
れ
て
保
護
鑛
夫
の
年
齢

は
十
六
歳
,こ
な
つ
た
が
施
行
後
三
年
間
、
即
ち
昭
和
四
年
七
月

一
日
迄
は
十
五
歳
に
,こ
.・
め

ら
れ
て
居
た
。
し
か
し
最
近

(
昭
和
二
年
九
月

一
日
)
叉
更
に

「
鑛
夫
螢
役
扶
助
規
則
」
の
改
正
さ
れ
た
結
果

保
護
鑛
夫
坑
内
就

業
禁
止
の
規
定
が
昭
和
五
年
九
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
但
こ
れ
に
は
施
行
後
三
ヶ
年
の
猶
豫
期
間
が
あ
り
、
且
薄
暦
を
探
掘
す

る
石
炭
坑

に
は
例
外
を
認
め
ら
れ
て
居
る
。
年
少
者
就
業
状
況
は
次
の
第
四
表
の
如
く
で
あ
る
。

第
四
表

年
少
鑛
夫
累
年
比
較
*

年

年次

齢

別

十

四

オ

未

満

男

坑
内

一
坑
竺

計

大

正

.五

年

大

正

八

年

二
五
二

コ
ニニ

一三
六

三
八
四

女
-

1

坑
劃

坑
外
一
訓

合

計

穴
七

■●

●
電聖

一三
三

二
八
二

三
五
九

六
六
六

十

五

オ

未

男

女

1

坑
内
一
坑
外
享

耳
内
耳
外
享

一
』
一
奎

八
七
九

盤

些
七
〇
〇

一
、
三
三
八

一
、
四
《

合

計

二
、
八
四
八

三
、
孤
二
六

石
炭
麟
夫
労
働
状
態

の
痩
権

(第

二
巻
第

「
號
)

(
A

一
六

一
)

一
九



石
炭
籔
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(第

二
省
第

一
號
)

(A

一
六
二
)

二
〇

大
止
十
二
年

大
正
十
四
年

昭

和

三

年

昭

和

四

年

ニ
ハ五

=
八

四
二

九
四

八
八

三
』

二尭
二
〇
六

山盆

一
9八

六
=

六
四

六
四蓋

二
釜

量
」

一
宍

四
二
四

三
巽空

九
一三

六
四
〇

三
三
六

六
〇
三

垂
七

三
〇
〇

一
、
善

議

一
、
ニ
ハ
七

六
三
六

義
八
四

空
六

二
三

垂
八

三
八
九

ニ
ハO

一」

〇
二

八
〇
五

二
費

『
六
毛

一
、
九
七
二

九
二
七

上

十
四
オ

天
滴
就
業
禁

止

ノ

「
工
業
労
働

者
最

低
年

齢
法
」

ハ
大

正
十
五
年
七
月

一
日

ヨ
リ
實
施

働

十
六
オ

未
満

保
護
鑛
夫

ト

ス
ル
大
正
十
五
年
改
正

規
定
猫
豫
期
間

ハ
昭
和
四
年

六
月
末

チ
以

テ
満

了

十

六

オ

未

満

男

坑
旦

坑
外

「
計

雲

五

八
四
六
「
二
δ
さ

女

坑
亘

坑
外

一
計

四五.
～

三
「

奎

合

計

三
,
〇
三
三

*
『本
邦
鑛
業
ノ
趨
勢
」
に
様
つ
て
作
成
o

業
務
別

炭
髄
労
働

者
の
業
務
は
大
別
し
て
坑
内
と
坑
外
の
二
,こ
な
り
、
こ
れ
ら
全
腿

の
稼
働
者
を
汎
稔
す
る
場
合
に
は
鑛
夫

な
る
文
字
を
使
用
す
る
。
右
の
う
ち
炭
蹟
労
働

者
・こ
し
て
労
働
状
態
に
於
て
も
,
雇
傭
方
法
に
於
て
も
特
色
が
あ
る
の
は
坑
内
夫
で

あ
つ
て
そ
の
総
稽
.こ
し
て
坑
夫
な
る
文
字
が
慣
用
さ
れ
る
。
し
か
し
坑
夫
な
る
名
称
は
更
に
狼
義

に
切
勿

の
労
働

者
に
就
て
、
或
は

特
に
坑
内
探
炭
夫
の
み
に
就
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
以
下
に
於
て
坑
夫
な
る
文
字
は
之
を
廣
義

に
使
用
し
、
狭
義

に
使



用
す
る
場
合

に
は
探
炭
夫
若
く
は
先
山
と
注
意
を
附
す
る
。

鑛
夫
の
分
業
は
炭
艦
技
術
の
発
展

の
過
程
に
於
て
種

々
変
化
が
あ
り
、
そ
の
名
稻
も
時
期
や
地
方
に
よ

つ
て

一
様
で
な
か
つ
た
。

明
治
三
十
年
頃
の
筑
豊
炭
慶
に
於
け
る
、
坑
内
夫
の
業
務
別
は
次
の
如
く
で
あ

つ
た
。

坑
夫

(
狭
義
)
1

採
炭
、
蓮
搬
の
労
働

に
從
事
す
る
者
。

樟
取
ー

蓮
炭
坑
道
よ
の
そ
の
本
玩
道
即
ち
本
卸
に
廻
途
す
べ
き
炭
函
を
途
迎
す
る
者
。

函
押
ー

蓮
炭
坑
道

に
あ
つ
て
炭
函
を
押
逡
す
る
者
。

耳
訣
i

蓮
炭
坑
道
の
雨
壁
を
削
つ
て
平
坦
に
す
る
者
。

跡
槍
i

蓮
炭
坑
道
開
さ
く
の
跡
を
検
査
す
る
者
。

盤
打
-

跡
検
の
後
に
從
ひ
坑
道
の
地
均
し
を
す
る
者
。

ボ
ン
プ
方
ー

坑
内
の
排
水
を
行
ふ
者
。

右
の
外
,
鐵
工
、
木
工
等
が
あ
る
。

明
治
末
年
に
は
、
鑛
山

局
に
於
て
,
坑
夫

(
先
山
)
支
柱
夫
、
手
子
、
選
鑛
夫
、
坑
内
蓮
搬
夫
、
坑
外
蓮
搬
夫
.
工
作
夫
、
機
械

.

夫
、
雑
夫
其
他
に
分
類
し
、

最
近
は
坑
内
夫
を
探
炭
夫
,

支
桂
夫
、
後
山
,

蓮
搬
夫
、
機
械
夫
、

工
作
夫
、
雑
夫
に
、
坑
外
夫
を

石
炭
麟
夫
労
働
状
態
の
婆
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
六
三
)

一
=



石
炭
蟹
夫
労
働
状
態
の
墾
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

一
六
四
)

二
二

探
炭
夫

(
但
、
編
間
鑛
山

監
督
局
管
内
以
外
に
は
な
い
)
選
炭
夫
、
蓮
殿
夫
、
機
械
夫
、
工
作
夫
,
雑
夫

に
匪
別
し
て
居
る
。

こ

、
に
各
業
務
別
に
よ
る
変
化

を
た
つ
ね
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
か
ら
,
坑
内
夫

,こ
坑
外
夫
・こ
の
総
括
的
實
数
及
び
雨
者
の
比
率

を
求
む
れ
ば
次
の
第
五
表
の
如
く
で
あ
る
。

第
五
表

坑
内
、
外
夫
實
数
及
比
率
*

～

大

正

五

年

大

正

八

年

大

正

十

一

年

大

正

十

四

年

昭

和

三

年

昭

和

四

年

坑

内
一四
六
、
八
八
〇

ニ
ニ
五
、
五
X

天
O
、
八
九
三

天
菩

六
究

宅
七
、
天

航

宅
O
」

三
七

割

合子

九

二
●
四

二
毛

二
・
八

二
・
九

二
・
九

坑

外
聾
δ
毛

九
二
、
七
二
二

六
へ

三
九

六
七
購
晃
九

六
〇
君

呈

五
へ

六
二
四

割

合
一一一一一一

×

『
本
邦
鑛
業
ノ
趨
勢
」

の
實
数
に
よ
り
算

出
。

三

鑛
夫
の
雇
傭
及
び
統
轄
…



鑛
夫
の
異
動
鑛
山
労
働

者
の
異
動
は
工
場
労
働

者
の
そ
れ
に
比
し
て
著
し
く
高
率
で
あ
る
。
昭
和
三
年
頃
の
職
工
移
動
調
拉

ぴ
に
鑛
夫
異
動
調

に
就
て
見
れ
ば
、
前
者
が
百
人
に
就
き
四
八
乃
至
五
人
の
場
合

、
後
者
は
百
人
に
就
き
九
人
乃
至
十
五
人
・こ
な
つ

て
居
る
。
ミ
り
わ
け
異
動
の
烈
し
い
の
は
探
炭
夫
,
支
柱
夫
、
後
山
を
含
む
坑
内
夫
で
あ
る
。
次
の
第
六
表

は
こ
れ
を
示
す
。

第
六
表

長
崎
縣
下
三
炭
礦
蛇
官
管
炭
艦
鑛
夫
異
動
調
*

(昭
和
三
年
中
)

A

崎
戸
鑛
業
所
…
…
鑛
夫
総
数

解

雇

坑
内
夫

坑
外
夫

計

二
、
六
三
六

二
、
三
四
九

四
、九
八
五

坑
内
夫

坑
外
夫

雇

入

坑
内
夫

坑
外
夫

計

四
、
二
七
一

二
、
五
八
五

六
、
八
五
六

以
上
合
計

鑛
夫
総
数
に

対
す

る
割
合

一
一
、
八
四
一

一七
充
%

(
月

平

均

一五
%

)

崎
戸
に
於
て
は
坑
外
夫
の
中
に
多
数
の
石
炭
仲
仕
が
入
つ
て
ゐ
る
の
で
、其
数
比
較
的
多
く
、坑
内
,
坑
外
共
に
異
動
率
高
し
。

B

松
島
鑛
業
所
…
…
鑛
天
総
数

解

雇

坑
内
夫

坑
外
夫

計

一
、
〇
七
五

四
三
八

一
.
五
二
昌

坑
内
夫

坑
外
夫

雇

入

坑
内
夫

坑
外
夫

計

九
四
七

三
六
三

一
、
ゴニ
O

以
上
合
計

鑛
夫
総
敷

に

劉
す

る
割
合

二
、
八
二
三

八
八
砺
〃

(月
平
均

八%
)

石
炭
籏
夫
勇
働
献
態
の
鍵
遷

(
第

二
霧
第

「
號

)

(
A

一
六
五
)

一
二
二



石
炭
践
夫
労
働
状
態

の
變
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

一
六
六
)

二
四

C

高
島
鑛
業
所
…
…
鑛
夫
絡
数

坑

内

夫

一
、五
九
二

坑

外

夫

六
三
四

解

雇

雇

入

以
上
合
計

一
、
三
〇
九

一
、
一
ニ
ニ

二
、四
二
二

D

新
原
海
軍
炭
坑
…
…
鑛
夫
総
数

三
、七
〇三

解

雇

雇

入

.

以
上
合
計

八
六
三

六
七
七

一
、
五
四
〇

E

製
鐵
所
二
瀬
炭
坑
…
…
鑛
夫
絡
数

一〇
δ
二九

解

雇

雇

入

以
上
合
計

四
、四
七
六

四
、
五
八
九

九
、
〇
六
五

鑛
夫
総
数
に
対
す

る
割
合

δ
九
%

(月
平
均

九
%
)

鑛
夫
総
数
に
対
す

る
割
合

空
%

(
月
平
均

四
%
)

鑛
夫
絡
数
に
対
す

る
割
合

九〇
%

(
月
平
均

八
%
)

*
『坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
す
る
調
杳
島
、
噌
六
1
九
頁
に
よ
る

鑛
夫
の
勤
続

鑛
夫
の
異
動
の
激
し
い
こ
と

を
裏
書
す
る
の
は
、
か
れ
ら
の
勤
続

年
数
の
極
め
て
短

い
事
で
あ
る
。
ミ
り
わ
け

坑
内
夫

に
於
て
は

一
年
未
満
の
新
坑
夫
か
最
大
の
割
合

を
占
め
、
炭
坑

に
よ
つ
て
は
そ
の
数
七
割

に
及
ぶ
例
も
あ
る
。

第
七
表

明
治

四
十
三
年
末
に
於
け
る
炭
鑛
夫
勤
続

割
合
*
(百
分
率
)



坑

夫

支

柱

夫

手

子

坑

内

運

搬

夫

坑

外

運

搬

夫

選

磯

夫

工

作

夫

機

械

夫

雑

夫

其

他

計

一

年

未

満

男

女

四
四

四
二毛四

三
三
兀

三
九

二
三

二
丑

三
八

四
一

四
九

四
〇

四
七

四
二

三
〇豊全吾四

四
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昭

和
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年

、

数

炭

坑

に
於

け

る
鑛

夫

勤
綾

割

合
*
*
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坑

一
年

夫
満
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年
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年
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五
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滴
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四
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吉
村

『
石
炭
」
、
六
六
-
七
頁
に
様
る
o

右
の
如
く
異
動
甚
だ
し
い
坑
内
夫
の
補
充
に
關
し
て
募
集
の
問
題
を
生
ず
る
が
、
坑
夫
募
集
の
方
法
は
、
各
炭
膿
に
於
け
る
坑
夫

の
統
轄
方
法
,こ
關
聯
し
て
決
定
さ
れ
る
。

統
轄
方
法

坑
夫
の
統
轄
方
法
は
大
髄
三
種
に
分
た
れ
、
饗
達
の
順
序
に
随

へ
ば
第

一
、
奮
納
屋

(
飯
場
)
制
度
、
第

二
,
世

話
方
制
度
、
第
三
、
純
直
轄
制
度
S
な
る
。



①

納
屋

(飯
場
)
制
度

納
屋

(
又
は
飯
場
)
と
は

一
種
の
合
宿
所
或
は
寄
宿
舎
と
も
云
ふ
べ
き
も

の
で
、
濁
身
坑
夫
は
合
宿

所
に
牧
容
さ
れ
、
家
族
持
の
坑
夫
に
は
長
屋
の

一
区
劃
か
別
に

一
軒
建
と
な
つ
た
小
舎
ケ
貸
與

さ
れ
る
。
炭
膿

に
は
普
通
数
箇
の
納

屋
が
設
け
ら
れ
,
そ
の
各
々
に

一
人
づ

、
の
納
屋
頭
を
置
く
。
納
屋
頭
の
性
質
職
務
は

一
様
で
な
く
種

々
異
な
る
が
明
治
末
年
頃
の

①

事
情
に
よ
つ
て
列
挙
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

(
-
)
鑛
夫
の
傭
人
募
集
に
關
す
る
諸
般
の
事
務

(
2
)
鑛
圭
に
対
し
自
己
組
下
鑛
夫
の
身
上
保
謹
、
引
員
金
或
は
損
害
賠
償
の
義
務
代
辮

(
3
)
事
業
請
員
を
爲
し
て
組
下
に
稼
行
せ
し
む
る
こ
と

(
4
)
新
傭
…人
の
鑛
夫
に
勤
し
て
納
屋
を
供
給
し
且
家
具
用
品
及
職
業
用
器
具
類
の
貸
與

(
5
)
濁
身
鑛
夫
を
自
己
の
納
屋
に
起
臥
せ
し
め
飲
食
其
他

一
切
の
世
話
を
な
す
こ
と

(
6
)
日
常
組
下
の
保
護
、
行
状
監
督
或
は
紛
議
争
擾
の
和
解
仲
裁
等

(
7
)
所
屡
鑛
夫
に
対
し

日
用
諸
品
の
供
給

(
8
)
所
薦
鑛
夫
の
賃
金
受
取
方
代
理

(
9
)
鑛
山

・こ
鑛
夫
,こ
の
間
に
於
け
る
意
思
疏
通
を
計
る
こ
と
、
例

へ
ば
鑛
山

よ
り
の
通
達
取
次
叉
は
鑛
夫
の
事
情
陳
述
取
次
等

石
炭
蹟
夫
労
働
状
態

の
襲
権

(
第
二
巻
第

}
號
)

(A

一
六
九
)

二
七



石
炭
鑛
夫
労
働

状
態

の
鍵
遷

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
七
〇
)

二
八

(
10
)
組
下
鑛
夫
の
繰
込
,
仕
事
の
割
営
或
は
時
に
現
場
監
督
を
爲
す
こ
と

(
11
)

一
面
鑛
夫
と
し
て
労
務

に
賑
す

(
12
)
通
常
の
賃
金
外
に
或
は
斤
先
金
或
は
月
手
當
等
諸
種
の
名
樗
の
下
に

一
定
の
報
酬
を
受
く

も
・こ
よ
り
納
屋
頭
・こ
稔
せ
ら
れ
る
者
が
す
べ
て
こ
れ
ら
の
職
務
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
廣
狭
種
々
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
當
時

に
あ
つ
て
も
日
用
品
の
供
給
,
賃
金
の
代
理
受
取
等
を
禁
ず
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
仕
事
の
請
負
の
如
き
は
多
く
禁
じ
ら
れ

て
居
た
。
又
、
中
に
は
後
の
世
話
方
制
度
の
如
く
単
に

猫
身
者
の
寄
宿
及
び
日
常
の
世
話
監
督
を

爲
す

に
過
ぎ
な

い
も
の

も
あ

つ

た
。

⑧

此
制
度
の
利
弊
に
關
し
て
は
次
の
諸
鐵
を
指
摘
さ
れ
た
。

甲
利
益

ε
せ
ら
る
・
鮎

イ

鑛
夫
の
供
給
上
便
宜
多
く
殊
に
急
速
を
要
す
る
場
合
に

二
暦
役
に
立
つ

・

鑛
夫
の
保
護
、
監
督
、
繰
込
、
仕
事
の
分
配
等

に
付
き
手
数
ミ
維
費
の
節
約
、こ
な
る

ハ

鑛
夫
間
の
習
慣
氣
風
を
熟
知
せ
る
納
屋
頭
を
以
て
す
る
こ
と
は
鑛
夫
の
統
轄
容
易
で
あ

つ
て
,
結
果
良
嬉
で
あ
る
。
叉
鑛
夫

間
を
も
比
較
的
圓
満
に
保
つ
こ
ミ
が
出
來

る



二

鑛
夫
各
自
の
責
任
を
納
屋
頭

に
転
嫁
出
來
る

乙

弊
害

こ
せ
ら
る
・
鮎

イ

鑛
夫
の
團
結
、
鑛
山

,こ
の
対
抗

衝
突
,
或
は
納
屋
頭
間
の
確
執
等
を
助
長
す
る
傾
向

ロ

種

々
の
名
義
の
下
に
鑛
夫
よ
り
世
話
料
或
は
手
数
料
の
如
き
も
の
を
取
立
て
賃
金
を
減
少
せ
し
む

る
傾
向

ハ

鑛
夫
を
し
て
徒
費
を
鯨
儀
な
か
ら
し
め
て
其
間

に
不
當
の
利
益

を
貧
ら
ん
,こ
し
、
鑛
夫
の
権
利
自
由
を
歴
抑
す
る
傾
向

二

請
員
掘
の
場
合

に
は
濫
掘
の
弊
[を
生
ず
る

納
屋
頭
制
度
の
中
間
搾
取
の
弊
は
、
炭
膿
の
合
理
的
縫
螢
の
嚢
達
に
連
れ
て
問
題
,こ
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
殊
に
大
正
五
年

「
鑛

夫
勢
役
扶
助
規
則
」
の
制
定
を
見
る
に
至

つ
て
労
働
契
約
の
當
事
者
た
る
鑛
業
構
者
,こ
鑛
夫
,こ
の
間
に
納
屋
頭
の
存
在
を
許
さ
れ
な

く
な

つ
た
。

⑨
日
世
話
方
制
度

世
話
方
制
度
は
納
屋
頭
制
度
の
廃
止
後
こ
れ
に
綾
い
た
過
渡
的
中
聞
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
は

奮
納
屋
制
度

に
近
い
も
の
,こ
純
直
轄
制
度

に
近
い
も
の
・こ
が
あ
り
、

蓄
納
屋
制
度
に
近
い
も
の
に

於
て
は
今
日
で
も

依
然
,こ
し
て

納
屋
頭
、
親
方
等
の
稔
呼
を
残
し
て
居
る
。
こ
の
制
度
に
於
て
は
鑛
業
圭
か
ら
世
話
方

へ
其
所
厨
坑
夫
の
稼
高
の
何
歩
か
に
該
當
す

る
金
を
手
當
,こ
し
て
支
給
し
て
、
募
集
、
入
坑
督
勒
、
合
宿
の
賄
等
を
或
程
度
迄
行
は
せ
て
居
る
が
、
賃
金
支
払

等
に
は
縄
封
に
干

石
炭
麟
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(A

「
七

一
)

二
九



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
型
澄

(
第
二
巻
第

一
號
)

(A

一
七

二
)

三
〇

與
さ
せ
な
い
。

④

直
轄
制
度

純
直
轄
制
度
に
於
て
は
坑
夫
募
集
入
坑
督
勒
、
居
住
の
管
理
等
の

一
切
を
鑛
業
所
の
役
員
に
行
は
せ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
制
度
は
炭
膿
経
営

の
近
代
化
に
供
な
つ
て
獲
達
し
、
明
治
時
代
の
末
に
於
て
既
に
廣
く
行
は
れ
、
又
こ
れ
を
納
屋
制
度

と
併
用
す
る
炭
鱗
の
数
が
著
し
く
増
し
て
居

に
。
明
治
四
十
三
年

に
全
國
の
主
要
鑛
山

(
金
屡
山
を
も
含

む
)
に
就
て
調
査
し
た
所

に
よ
れ
ば
、
直
轄
の
制
を
探

る
も
の
四
割
三
分
、
飯
場
の
制
を
採
る
も
の
九
分
、
雨
制
併
用
の
も
の
四
割

、
何
れ
に
も
あ
ら
ざ
る
も

の
八
分
ε
な
つ
て
居
㌔

含

に
於
て
は
直
蒲

度
が
大
響

を
占
め
・

奮

九
州
地
方
に
は
世
話
方
制
度
も
相
當
行

は
れ
て
居

㌔

1

『
鑛
夫
調
査
概
要
」
、
九
七
-
八
頁
。

2

全
上
、
九
九
頁
。

3

全
上
、

『
0
0
1

圃
〇

一
頁
。

4

『
坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
ず
る
調
査
』
、

叫
頁
。

5

「
鑛
夫
調
査
概
要
」
、

一
〇
〇
頁
。

6

『
坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
ず
る
調
査
』
、

一
頁
o

傭

入

方
法

坑

夫

の
傭

入
方

法

は
、

前

述

の
如

く

傭

入

を

な

す
炭
礦

に
於

け

る
坑

夫

統

轄

方

法

,・、
關

聯

し

て

決

定

さ

れ

る
。

し



た
が
つ
て
時
期
に
よ
つ
て
そ
の
傭
入
方
法
に
變
遷
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

明
治
末
年
に
於
て
は
、
大
瞳
、

(
一
)
鑛
夫
自
ら
來
て
使
役
を
申
出
る
者
か
ら
探
用
す
る
も
の
、

(
二
)
積
極
的
に
募
集
の
方
法

に
依
つ
て
傭
入
る
も
の
、

(
三
)
地
方
に
鑛
夫
の
供
給
者
を
定
め

置
き
そ
の
手
を
通
し
で

傭
入
る
も
の
,こ
の

三
種
類
に
大
別
さ
れ

⑦
た
。第

一
種
に
驕
す
る
も
の
に
は
鑛
山

の
從
業
者
を
頼

つ
て
職
を
求
め
て
來

る
所
謂
浪
人
鑛
夫
ε
、
納
屋
頭
、
鑛
夫
頭
そ
の
他
の
從
業

者
等
が
鑛
業
所
の
依
頼
に
よ
つ
て
呼
び
寄
せ
る
者
と
が
あ
る
。
此
場
合
、
族
費
は
普
通
本
人
の
自
辮

,こ
さ
れ
る
。

第
二
種
に
属
す

る
も
の
は
、
地
方
官
廉
の
定
む
る
法
規

に
撮
り
募
集
認
旬
を
受
け
て
行

ふ
の
で
あ

つ
て
、
鑛
業
所
が
直
接

に
行

ふ

こ
と

が
次
第

に
少
な
く
な
り
、
大
部
分
は
納
屋
頭
も
し
く
は
請
員
人
に
鑛
夫
供
給
の
責
任
を
員
捲
さ
せ
る
や
う

に
な

つ
た
。
こ
の
方

法
に
依

る
場
合

に
は
、
旅
費
日
當
そ
の
他
募
集
上
の
費
用
も
納
屋
頭
も
し
く
は
請
負
人
、
叉
は
鑛
業
所

に
於
て
直
接
支
給
す
る
こ
S

に
な
る
。

第
三
種
に
屡
す
る
典
型
的
な
も
の
ーこ
し
て
は
、
富
良
野
硫
黄
鑛
山

、
岩
雄
登
鑛
山

が
秋
田
労
働

者
保
護

旅
式
會
社

に
鑛
夫
の
供
給

㈹

を
委
託
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
炭
藤

・こ
し
て
は
九
州
地
方
に
於
て
周
旋
人
を
各
地
に
常
置
し
て
鑛
夫
の
供

給
を
受
け
た
の
を
墾
げ
る

こ
と

が
出
來
る
。
こ
の
場
合
に
於
て
も
旅
費
そ
の
他
募
集
上
の
費
用
は
第
二
種
に
驕
す
る
も
の
・こ
同
様
鑛
夫
本
人
の
自
辮

S
は
な
ら

石
炭
籏
夫
舅
働
猷
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

一
七
三
)

二
=



石
炭
麟
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
七
四
)

三
二

な
い
Q

傭
入
の
際
の
手
綾
は
鑛
業
所
に
よ
つ
て
異

る
が
、
大
瞬
納
屋
制
度
を
探
る
虜
で
は
納
屋
頭
を
介
し
て
願
出
で
る
こ
,、勘
に
よ
り
、
又

直
轄
制
度
を
採

る
威
で
は
、
鑛
夫
頭
及
び
現
に
從
業
す
る
者
の
仲
介
に
ょ
る
か
直
接
受
付
に
ょ
つ
て
行
な

は
れ
る
。
而
し
て
多
く
の

鑛
業
所
は
鑛
夫
の
傭
入
解
雇
に
關
す
る
特
別
の
係
を
置
き
、
傭
入
志
願
者
に
対
し
て
本
人
の
原
籍
、
身
分
、
年
齢
,
職
業
及
経
歴
等

を
口
頭
で
問
ひ
、
或
ひ
は
願
書
に
記
載
し
て
差
出
さ
せ
る
。
又
戸
籍
の
謄
本
若
く

は

抄
本
,

兵
役
関
係

の
證
明
書
,
等
を
差
出
さ

せ
,
身
罷
検
査
を
行
ふ
所
も
あ
る
。
更

に
他
の
鑛
山

か
ら
移

つ
て
來
た
者
に
対
し
て
は
鑛
業
所
問
に
申
合
規
約

を
取
極
め
て
照
會
を

⑨

爽

す

る
場

合

も

あ

る
。

次

の
常

盤
炭
礦

地

方

に
於

け

る
申

合

規

約

は
顯

著

な

ち

事

例

で
あ

る

。

申
合
規
約

今
般
各
自
事
業
ノ
安
固
ヲ
計

ラ
ン
ガ
爲
メ
左
記

ノ
條
項

ヲ
申
合
セ
同
盟
規
約
ヲ
締
結

ス

第

一
條

同
盟
炭
礦

二
共
通
セ
ル
利
害
問
題

ヲ
協
議
決
定

シ
及
親
睦
ヲ
爲

ス
ノ
目
的
ヲ
以
テ
通
常
會
及
臨
時
會
ヲ
開
催
ス
通
常
會

ハ
毎
年
春
秋
二
期

二

於
テ
シ
臨
時
會

ハ
必
要

二
態

ジ
適
宜
之

ヲ
行

フ
モ
ノ
ト
ス

第
二
條

他
地
方

ヨ
リ
來

ル
ベ
キ
坑
夫
募
集
者
ノ
警
戒

二
就

テ

ハ
勉
メ
テ
相
鷹
援

シ
筍
ク
モ

一
炭
膿

二
於
テ
右

二
關

ス
ル
事
實
形
跡
ヲ
認
知
セ
ル
ト
キ

ハ
速

二
之

ヲ
全
炭
礦

二
通
知
ス
ベ
シ

第
コ
、條

一
炭
坑
夫
ヲ
解
傭

セ
シ
場
合

二
於

テ
其
事
由
ガ
左

ノ
事
項

二
該
當

ス
ル
カ
又

ハ
事
業
上
妨
害
タ

ル
ベ
キ
性
質
ノ

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

ハ
其
都
度
事



由
姓
名
ヲ
詳
記

シ
テ
他

ノ
全
炭
暖

二
通
知

ス
ベ
シ

一

同
盟
罷
工
教
唆
ノ
嫉
ビ
ア

ル
モ
ノ

一

役
員

二
封

シ
暴
行
ヲ
加

へ
又

ハ
加

ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ

「

賭
博

ヲ
牛
営
業

ト
爲
ス
モ
ノ

一

莫
卯集
ノ
}誘
拐
ヲ
爲

シ
タ
ル
モ
ノ

第
四
條

前
條
ノ
通
知
ヲ
受

ケ
タ
ル
モ
ノ

ハ
地
炭
礦

二
於
テ
之
ヲ
探
用

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但

シ
改
俊

ノ
状
ア
リ
ト
認

ム
ル
モ
ノ

ニ
限
り
前
炭
礦

ノ
承
譜

ヲ
経
テ
探
用
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ベ
シ

第
五
條

一
炭
礦
二
於
テ
在
職
中
叉

ハ
解
傭
セ
シ
職
工
ヲ
傭
入

レ
ン
ト
ス

ル
ト
キ

ハ
如
何

ナ
ル
事
務

二
探
用

ス
ル
ト
難

モ
前
者
ノ
承
諾
ヲ
得

ル
コ
ト
ヲ

要

ス

第
六
條

一
炭
礦
ノ
内

二
從
事
シ
居
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
隠
蔽

シ
探
用
シ
得
ラ

レ
タ
ル
事
蜜
ヲ
後
日
登
見

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直

二
解
傭

ス
ベ
シ

第
七
條

職
工
ヲ
解
傭

シ
タ

ル
ト
キ
、ハ
其
都
度
之
ヲ
他
炭
礦

二
通
知
ス
ベ
シ
但

シ
本
條

ノ
通
知

ヲ
怠
り
三
十
日
以
上

ヲ
経
過
ス
ル
ト

キ
ハ
他
炭
膿

ノ
探

用

二
劃

シ
異
議
ヲ
申
シ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
八
條

第
五
條
乃
至
第
七
條
ノ
規
定

ハ
機
械

ヲ
使
用
セ
ザ

ル
炭
礦

二
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第

九
條

此
規
約
ヲ
改
正
叉

ハ
申
止
セ

ン
ト
ス
ル
場
合

ニ
ハ
必
ズ
協
議
ノ
上
之

ヲ
決

ス
ベ
キ

ハ
勿
論
前
條
項

二
違
背

ス
ル
等
ノ
事

ハ
徳
義
上
噺
ジ
テ
爲

ス
間
数
事

石
炭
蹟
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

旧

(A

一
七
五
)

三
一二



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
七
六
)

三
四

明
治
四
十
年
七
月
二
十
五
日

入
山
探
炭
株
式
曾
社
坑
務
所

王
城
炭
礦
株
式
會
冠
鑛
業
所

三
星
炭
礦
株
武
會
戯
鑛
業
所

山
ロ
炭
礦
鑛
業
事
務
所

一二
友
炭
礦
鑛
業
事
務
所

越
賀
炭
礦
鑛
業
事
務
所

伊
藤
炭
礦
鑛
業
事
務
所

隅
田
川
炭
礦
株
式
會
社
鑛
務
所

津
川
炭
山
鑛
業
所

好
間
炭
礦
株
式
会
社
鑛
業
所

磐
城
炭
礦
株
式
會
社
鑛
業
所

探
用
と
決
定
し
た
者
に
は
雇
傭
契
約
書
若
く
は
誓
約
書
を
身
元
引
受
人

(
納
屋
頭
そ
の
他
の
從
業
者
)
と
連
署
し
て
差
出

さ
せ
る

の
が
普
通
で
あ
る
。
契
約
事
項
と
し
て

共
通
な
も
の
は
、
就
業
年
限
、
規
則
を
嚴
守
す
る
こ
ご
、
係
員
の
指
圖
に
從
ひ
精
拗
す
る
こ

,こ
、
契
約
年
限
内
は
解
雇
を
願
出
で
な
い
こ
・こ
、
過
失
怠
慢
に
基
く
損
害
賠
償
、
契
約
違
反
の
場
合

に
於
け
る
身
元
引
受
人
の
責
任



等
で
あ
る
が
、
最
後
の
身
元
引
受
人
の
責
任
に
就
て
は
、
實
際
に
は
履
行
を
嚴
重
に
せ
ず
軍
に
下
り
金
辮
償
の
義
務
を
強
制
す
る
位

⑳

に
過
ぎ
な
い
。
な
ほ
特
に
純
験
技
術
を
要
す
る
業
務
に
從
事
す
る
者
及
び
時
間
彿
賃
金
の
制
に
依
る
べ
き
者
に
關
し
て
は
志
望
業
務

の
適
否
と
其
等
級
及
び
賃
金
額
を
定
む
る
爲
技
能
鑑
別
の
試
験

を
行
は
れ
る
が
、
こ
れ
は
圭
と
し
て
金
厨
山
に
限
り
炭
噴
に
於
て
は

稀
で
あ
る
。

大
正
五
年
九
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
に
於
て

「
鑛
業
法
」
第
七
十
五
條
に
よ
り
鑛
山

監
督
局
長
の
許

可
を
受
け
て
定
む
べ
き

雇
傭
勢
役
規
則
の
記
載
事
項

に

コ
歴
入
ノ
手
續

」

の
明
示
を
規
定
し

(
全
規
則
第

一
條
第

一
項
、

第
二
號

)
、
大
正
十
年
七
月

一
日
か
ら
「
職
業
紹
介
法
」
か
施
行
さ
れ
て
公
営
職
業
紹
介
の
開
始
を
見
、更
に
大
正
十
四
年
三
月

一
日
よ
り

「
勢

働
者
募
集
取
締
令
」
が
、
昭
和
二
年

一
月

一
日
よ
り

「
管
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
が
そ
れ
ぐ

施
行
さ
れ
た
の
で
、
坑
夫
募⑨

集
の
方
法
に
も
少
か
ら
ず
変
化

を
來
た
し
た
。
最
近
迄
行
な
は
れ
て
居
る
募
集
方
法
を
網
羅
的
に
表
に
記

せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

坑
夫
募
集
方
法

直
接
募
集

委
託
募
集

鑛
業
所
役
員
出
張
募
集

門
前
募
集

新
聞
廣
告

募
集
從
事
者

管
利
職
業
紹
介
業
者

石
炭
箇
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(
第

二
巻
第

「
號
)

(
A

一
七
七
)

三
五



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
七
八
)

三
六

縁
故
募
集

世
話
方
の
募
集

在
籍
稼
働
者
の
紹
介

公
営

職
業
紹
介
所
利
用

右
の
う
ち
門
前
募
集
・こ
名
づ
け
た
も
の
は
、
猫
り
で
來
た
坑
夫
で
縁
故
者
を
有
し
な

い
者
に
就
き
鑛
業
事
務
所
の
係
員
が
直
接
詮

衡
す
る
方
法
で
あ
る
。
又
縁
故
募
集

に
於
て
、
坑
夫
の
統
轄
方
法
が
依
然
,こ
し
て
奮
納
屋
制
度
に
近

い
所
で
は
世
語
方
の
募
集
方
法

ぐ
並
日
通
の
縁
故
紹
介
,こ
を
区
別
し
て
見
る
べ
き
も
の
ε
さ
れ
る
。
例

へ
ば
九
州
の
筑
豊
地
方
に
於
て
世
話
方
が
更
に
地
方
の
下
募
集

働

人
等

に
委
託
し
て
自
己
所
屡
の
坑
夫
を
募
集
し
て
居
る
例
が
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ら
諸
方
法
の
最
近
に
於
け
る
探
用
割
合
を
全
國
的
に
知
る
べ
き
資
料
は
な
い
。
た
f
大
正
八
、
九
,
十
年
の
炭
界
好
況
時
よ

の
恐
慌
時
に
亘
る
期
間
に
就
き
,
編
岡
鑛
山

監
督
局
に
於
て
編
岡
、
佐
賀
、
長
崎
の
三
縣
下
炭
山
中
九
十
二
の
報
告
を
得
た
鑛
夫
募

集
状
況
調
査
が
あ
る
許
り
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
特
に
参
考
す
べ
き
表
を
摘
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
九
表

縣
別
方
法
別
鑛
山
数
調
*

/

囎

別

方

法

別
/

福
岡

縣

大

正

八

年

一

佐

賀

縣

長

崎

縣

II

計



直

接

募

集

委

耗

募

集

從

業

者

ノ

紹

介

計

三
七

丑
二

九
〇

≡
六謁空

≡
四

五
四

八
九

一
ー三二

昌

一
1三三

一
-三二

昌

三六δ晃

三六九天

二註δ;

三
五三茜三

二

三
五

三七
五

三

二

三
四九

七
五

=
八

備
考

(
一
)
調
査
鑛
山
数
は
、
福
岡
六
十
七
山
、

(
三
池
炭
山
よ
り
の
報
告
は
集
計
後
に
到
着
し
た
る
た
め
含
ま
れ
ず
、
同
炭
坑
は
福
岡
縣
下
に
在
り

て
も
独
立

の
地
位
を
占
む
べ
き
も

の
な
れ
ば
、
之
を
除
外
ず
る
ご
ざ
は
多
く
妨
け
な
し
)
佐
賀
十
三
山
、
長
崎
十

二
山
な
り
o

(
二
)

剛
鑛
山
に
し
て
二
以
上

の
方
法
を
探
用
す
る
も
の
は
各
項
に
計
上
ず
。

*

『
坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
す
る
調
査
」
、
二
九
頁
o

第

十
表

各

縣

別

募

集

方

法

別

雇

入

鑛

夫
数

調

(
大

正
八

年

乃

至

十

一
年

)

(
イ

)
福
岡

縣

直

接

募

集

委

托

募

集

L
陸

正

へ

年

大

正

九

年

」

一

大

正

十

年

計

鑛

夫

数

{

比

百
分

比

三
二
、
=

〇

三
、
三
七
八

晃二

二
三
、
三
至

一、
究

三

一
九一

一
五
、
七
七
三

舞
八

ニ
ハ一

七
一
、
二
三
八

置
,
四
二
九

;

・宣
丁
四

石
炭
籏
夫
労
働
状
態

の
愛
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
七
九

)

三
七



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
鍵
澄

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
八
〇
)

三
八

從

業

者

ノ

紹

介

鑛

夫

ノ

求

職

計

二

九
δ

呈

三
、
九
〇
七

ニ
ハ八
、
四
〇
〇

七
一八

δ
O

八
六
、
二
霊

三
、
四
九
三

三
三
、
四
六
六

七
〇

一
〇

δ
O

六
八
、
=
二
八

一
二
、
三
七
八

九六
犬
四
ヒ

七
〇

三
〇

δ

O

二
三七
、
二
交

三
八
馳
老

八

三
八
八
、
七
一
三

七
〇
・
三

6

み

;
O
・
O

(
ロ
)
佐
賀
縣

ノ身
直

接

募

集

委

托

募

集

從

業

者

ノ

紹

介

鑛

夫

ノ

求

職

計

大

正

八

年

大

正

晒
陣

一
大

正

十

年
L

葵

数

一
募

比

冨

夫
数

一
募

比
露

夫
数

「
募

比
奮

夫
数

二
七
二

二
」

二九

三
九
二

二

、究

三

二
・
三

九
四
・
四

三
・
覧

δ

O
・
O

一当

δ
し
菟
八

蓋
六

コ
δ
金

一圭

九
丁
七

六
・八

δ

O
・O

八
四

一三
δ
さ

七
四九

三
、
八
九
四

O
・
六

九
四
・
O

誓

四

一
〇
〇
・
O

計垂
四

三
四
、三
四
八

「
八
九
七

三
六
、
老

二

百
分
比丁

圃

九
三
・
四

孟
二
.

;

O
・
O

(
ハ
)
長
崎
縣

/

ノ
方

/
鑛

大

正

八

年

蹟

夫

数

百
分
比

大

正

九

年

大

正

十

年

計



直

接

募

集

委

托

募

集

從

業

者

ノ

紹

介

鑛

夫

ノ

求

職

計

一
、
九
三
二

藍

、
西

慧

二
b
八
〇
四

二
、
三
七
九

二
二
、
一
気
八

八
・
七

六
八
・
〇

三

・
六

δ

・
七

;

O
・
O

一
、五
死

蛋

亀美

七

三
、
交

〇

二
、九
宅

二
三
、四
八
三

六
孟

六
㌘

四

豆

・七

二
了
四

;
0・
O

七
当

九
、
四
七
一

三
」

〇
八

一
一、
九
四
三

ニ
ハ2

九
三

四
・七

五
八
∴

冗

二

天

二

;
O
・
O

四
b
二
二
二

髭

,
九
杢

九
盆

九
二

八
、
二
三
九

六
二
δ
三
四

六
・
八

六
四
・
四

蓋

・
究

三

・三

δ
O
・
O

備
考

「以
」

の
動
…表
に
示
ず
所
に
依
れ
ば
地
方
的
事
情

の
異
な
る
に
從
ひ
鑛
夫

の
募
集
に
際

し
て
探
用
ず
る
方
法
に
も
亦
著
し
善
差
異
あ
る
こ
ざ
を
知
り

得
べ
し
、
即
ち
編
岡
縣
及
佐
賀
縣
に
於
て
は
主
ざ
し
て
從
業
者
の
紹
介
に
よ
り
て
鑛
夫
ル
募
集

し
、
福
岡
縣
に
て
は
全
雇

入
数
の
七
十
%
、
佐
賀
縣

に
て
は
九
十
三
%
以
上
に
蓮
し
蜜
に
佐
賀
縣
下
石
炭
山
鑛
夫
の
募
集
は
殆

♂
こ
の
方
法
の
み
に
依
る
ざ
云
ふ
も
不
可
な
か
る
べ
し
,
然
る
に
長
崎
縣

は
之
ざ
趣
を
異
に
し
、
委
托
募
集
に
か
》
る
も

の
最
も
多
く
全
雇
入
数
の
六
十
四
%
か
超

へ
、
之
に
次

ぐ
は
從
業
者

の
紹
介
に
係
る
も
の
な
る
も
そ

の
割
合
は
僅

か
に
十
五

・
五
%
に
過
ぎ
ず
、
亦
佐
賀
縣
下
に
は
委
托
募
集
を
な
す
鑛
山
を
見
ざ
る
な
り
。
斯
く
地
方
的
に
著
し
き
特
色
か
有

す
る
に

至
る
原
因
を
考
ふ
る
に
圭
ざ
し
て
當
該
地
方
に
お
け
る
鑛
山
分
布
密
度
、
地
方
的
労
働
力
供
給
力

の
大
小
及
移
動
交
通

の
難
易
如
侮
等
に
よ
り
て
決

定
せ
ら
る
》
が
如
く
、
又
大
体
に
於
て

一
方
直
接
及
委
托
募
集
さ
他
方
從
業
者

の
紹
介
及
鑛
夫

の
求
職
ざ
の
聞
に
逆
行
的
関
係

の
存
す
る
ご
ざ
は
前

楊
…の
数
字
に
よ
る
も
之
を
認
め
得
べ
し
o

取
に
納
屋
頭
に
よ
る
鑛
夫
の
募
集
方
法
ざ
し
て
頗
る
有
効
な
る
は
、
縞
岡
縣
下
報
告
鑛
山

中
現
在
爾
納
屋
制
度
若
し
く
は
之
に
類
す
る
制
度
を
維

持

し
圭
ざ
し
て
納

屋
頭
の
努
力
に
よ
り

て
鑛
夫

の
募
集
を
な
す
二
十

一
山
に
於
る
納
屋
頭
に
よ
る
募
集
鑛
夫
数
が
三
ケ
年
合
計
十

一
萬
四
千
四
百
三

石
炭
麟
夫
舅
働
獣
態

の
変
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
八

一
)

三
九



石
炭
籏
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
八
二
)

四
〇

十
七
名
に
上
れ
る
に
依
る
も
明
か
な
る
べ
し
」

(
「
坑
夫
雇
傭
状
態
に
關
ず
る
調
査
」
、
三
〇
1
二
頁
)
。

7

『
鑛
夫
調
査
概
要
」
、

一
五
頁
。

8

「
富
良
野
硫
黄
鑛
山
鑛
夫
ノ
供
給

二
關

シ
テ

ハ
秋
田
縣
大
館
町
労
働
者
保
護
株
式
曾
社
ト
特
約
シ
年

々
所
要
ノ
員
藪

ヲ
通
知
ス
ル
ト
キ

ハ
同
會
耐

二

於
テ
募
集
移
邊

ス
ル
コ
ト

・
ナ
リ
居

レ
リ

(
中
略
)

契

約

書

何

某
外

何

名

右
労
働
夫
左
ノ
契
約
ヲ
以
テ
御
紹
介
可
致
候

一
労
働

期
間

ハ
本
年
五
月
ヨ
リ
十
月
迄

ノ
期
間
ト
ス

(
註
、
こ
の
鑛
山
は
露
天
掘
で
降
雪
期
に
至
れ
ば
探
鑛
を
中
止
す
る
故
大
部
分
は
毎
年
五
月
よ

り
十
月
迄
の

一
期
…聞
の
傭
入
で
あ
る
)

一
労
働

夫
出
面
賃

ハ
一
日

一
人

二
付
金
六
十
銭
ト
ス

一

硫
黄
蓮
搬
夫

ハ
百
石

二
付
金
十
八
圓

ヨ
リ
ニ
十
圓
迄
ト
ス

一

硫
黄
掘
夫

ハ
百
石

二
付
金
十
二
圓

ヨ
リ
十
八
圓
迄
ト
ス

但
鶴
嗜
唐
鍬

ハ
自
分
持
ト
ス

一

硫
黄
渾
搬
器
具

ハ
事
務
所
持
ト
シ
油
代
ト
シ
テ
月
拾
鑓
宛
支
払

セ
ラ
ル

ヘ
キ

コ
ト

一
労
働

賃
金

ヨ
リ
前
貸
金
ヲ
引
去
リ
タ
ル
其
鯨
分

ハ
毎
月
貴
山

ヨ
リ
磐
働
夫

へ
御
支
払

可
相
成
事

一

出
獲
族
費

ハ
労
働
夫
持
ト
シ
躁
郷
族
費

ハ
一
人

二
付
金
六
圓

ツ

・
支
給
セ
ラ
ル
ヘ
キ
事



一
労
働

夫
出
稼

セ
サ
ル
時

ハ
代
人
ヲ
出
稼

セ
シ
ム

ヘ
ク
若

シ
代
人
ア
ラ
サ
ル
ト
キ

ハ
前
貸
金

ヲ
貴
山

へ
辮
償
ス

ヘ
キ

コ
ト

「

甑ガ
働
土へ
出
稼

甲
挑
}亡

シ
タ

ル
ト
ヰ

ハ
曲崩
鮎貝
金

ヲ
貴
山

へ
轍
桝償

ス

ヘ
キ

コ
ト

一
労
働

夫
出
稼
中
病
氣
其
他
ノ
事
故

二
依
リ
労
働

セ
ス
シ
テ
下

リ
勘
定

二
相
成

ル
時

ハ
其
事
由
ヲ
詳
記

セ
ラ
ル
可

ク
然

ル
ト
キ

ハ
本
社

ニ
テ
貴
山

二

代
り
労
働
夫

ヨ
リ
取
立
ノ
ト
逡
金

ス
ヘ
キ

コ
ト

一

皿労
働
夫
出
饗
期
h

ハ
少

ク
モ
二
週
間
此剛
二
本
社

へ
到
仏達
ス
ル
皿様
御
涌
塀報
セ
ラ
ル

ヘ
キ
コ
ト

一

約
定
期
問
内

二
於

チ
別
段
故
障

ノ
蓮
報
無
之
労
働
夫

ハ
本
社
責
任
義
務
レ
モ
無
之
候
事

一
労
働

夫
選
定
及
引
連

レ
方

ハ
貴
山

二
代
り
何
某

ヲ
シ
テ
取
扱

ハ
ス
可
キ

コ
ト

一
労
働

夫
紹
介

二
付
本
社
ノ
保
謹
料

一
人

二
付
金
二
圓
御
渡
ヲ
可
得
事

以

上

右
契
約
致
候
虜
相
違
無
之
依
テ
契
約
謹
差
出
候
也

年

月

日

秋
田
縣
北
秋
田
郡
大
館
町
百
九
十
六
番
地

有
限
責
任
労
働

者
保
護
株
式
會
社

社
長

何

某

富
良
野
硫
黄
鑛
山

何

某

殿

募
集
費
用

ハ
総
テ
労
働
者
深
護
株
式
曾
社

/
員
擢
ト
シ
會
社

ハ
之
ヵ
報
酬
ト
シ
テ
鑛
山
ヨ
リ
前
記
紹
介
料

ヲ
受

ク
ル
ノ
外

(註
、
紹
介
料

ハ
鑛
夫

一
人

二
付
金

二
圓
宛
)
、
各
労
働
者

ヨ
リ
金
二
圓
宛
ノ
手
数
料
ヲ
徴
収

ス

(
中
暑
)
傭
入
ノ
際

二
於
ケ

ル
約
束
事
項

ハ
會
社
ノ
紹
介

二
依

ル
モ
ノ

・
雇
傭
契

石
炭
籏
夫
労
働
状
態

の
錘
遷

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
八
三
)

四

一



石
炭
瞳
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
八
四
)

四

二

約
ハ
會
魁
卜
鑛
山
ト
ノ
関
係
ニ
シ
テ
鑛
山
ト
鑛
夫
ト
ハ
直
接
何
等
ノ
約
束
ヲ
爲
サ
ス
叉
直
接
傭
入
ノ
分
ハ
譜
誓
書
ヲ
差
出
サ
シ
ム
ル
外
何
等
ノ
約
束
ナ

ク
叉
身
元
引
受
人
ナ
シ
」

(
『鑛
夫
調
査
概
要
』
、
三
八
i
四
〇
頁
)
。

9

『鑛
夫
調
査
概
要
」
、
二
九
⊥
二
〇
頁
。

10

全
上
、
一
六
頁
。

Ⅱ

『坑
夫
雇
傭
状
態
二
關
ス
ル
調
査
」
、
二
頁
。

12

全
上
、
全
頁
。

四

榮

働

時

間

坑
内
労
働

時
間
の
計
算
方
法

鑛
天
の
う
ち
坑
外
夫

に
就
て
は
作
業
現
場

へ
の
集
散
を
以
て
、
又
正
確
に
そ
の
實
労
働

時
間
を

以
て
、
就
業
時
間
を
計
算
出
來
る
が
、
坑
内
夫
に
就
て
は
こ
れ

に
よ
る
こ
と

を
得
な

い
。
從
來

一
般
に
坑
内
夫
の
労
働
時
間
は
入
坑

の
時
よ
わ
起
算
し
て
出
坑
の
時
に
終
了
す
る
も
の
ーこ
さ
れ
、
就
業
時
刻
の
報
知
を
汽
笛
,
貼
鐘
そ
の
他
適
宜
の
方
法

に
よ
つ
て
行

つ

て
居
た
。
而
し
て
鑛
山

の
都
合
や
坑
夫
各
自
の
事
情

に
依

つ
て
時
報
通
り
に
坑
内

へ
の
出
入
を
行
ひ
難
い
の
が
實
状
で
あ
る
か
ら
,

各
坑
夫
の
就
業
の
印
,こ
し
て
入
坑
の
際

に
入
坑
謹

(鑑
札
、
制
座
札
、
番
札
等
。こ
呼
ば
れ
た
)
を
事
務
所

の
係
員
に
渡
し
、
出
坑
の

際
之
を
受
取
ら
せ
る
方
法
が
行
な
は
れ
、
叉
係
員
か
ら
安
全
燈
を
受
け
、
更
に
之
を
還
付
す
る
こ
ー・、を
以

て
入
坑
を
誇
明
す
る
鑛
山



も
あ
つ
額
。
最
近
で
は
入
坑

に
際
し
係
員
の
方
か
ら
繰
込
傳
票

,こ
切
勿
を
示
す
炭
札
,こ
を
渡
し
,
出
坑

の
際
こ
れ
ら
を
返
還
す
る
方

法
が
行
な
は
れ
て
居
る
ぴ

な
ほ
番
片
の
交
替
制
存
す
る
場
合
に
は
交
替
者
の
切
羽
到
着
の
時
刻
を
以
て
就

業
終
始
の
時
,こ
す
る
所
謂

'
⑧

面
交
替
の
制
が
行
な
は
れ
た
。

昭
和
三
年
九
月

一
日
に
改
正
さ
れ
、
全
五
年
九
月

一
日
よ
の
施
行
さ
れ
た

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
に
於
て
,
第
七
條
ノ
二
は
右

の
坑
口
計
算
の
方
法
を
劃

一
的
に
明
確
に
規
定
し
、
且
大
堅
坑

に
行
は

る

・
集
團
入
坑
に
闘
し
て
も
そ
の

計
算
方
法
を

明
瞭
に
し

た
。鑛

夫
螢
役
扶
助
規
則

第
七
條
ノ
二

坑
内

二
就
業
ス
ル
鑛
夫

二
付
テ
ハ
坑
ロ

昌
入
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
坑
ロ
テ
出
デ
タ
ル
時
迄
ノ
時
間
ヲ
其
ノ
就
業
時
間
ト

看
徹

ス

鑛
業
堰
者

一
團
ト
シ
テ
入
坑
及
出
坑

ス
ル
鑛
夫

二
關

シ
其

ノ
入
坑
開
始

ヨ
リ
入
坑
終
了
迄
ノ
時
間

二
付
鑛
山
監
督
局
長
ノ
許
可

ラ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
五
條
第

一
項
ノ
規
定
ノ
適
用

二
付
入
坑
終
了
ヨ
リ
出
坑
終
了
迄
ノ
時
間
ヲ
其

ノ
團

二
驕
ス
ル
鑛
夫
ノ
就

業
時
間
ト
看
倣

ス

鑛
業
権

者
坑

ロ
ニ
近
キ
坑
内
ノ
貼
槍
場
所

二
關
シ
鑛
山
監
督
局
長
ノ
許
可
ヲ
受
ヶ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
二
項
及
第
三
十
五
條
ノ
規
定

石
炭
籏
夫
労
働

状
態

の
痩
遷

(
第

二
春
第

一
號
)

(
A

輔
八
五
)

四
三



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

一
八
六
)

四
四

ノ
適
用

二
付
其
ノ
場
所
ヲ
坑

ロ
ト
看
倣
ス

㈹

こ
の
規
定
の
施
行

に
關
す
る
當
局
の
許
可
方
針
は
次
の
如
く
通
牒
さ
れ
た
。

「
第
七
條
ノ
二
第
二
項
ノ
入
坑
所
要
時
間
ノ
許
可

二
就
テ
ハ

(
イ
)
二
十
人
以
下
ノ
モ
ノ
ハ
一
團
ト
シ
テ
ノ
入
坑
所
要
時
間
ヲ
認
メ
ザ

ル
コ
ト

(
ロ
)
坑

ロ
ニ
テ
坑
内
就
業
時
間
ラ
算
定

ス
ル
場
合

二
於
テ

①

徒
歩

ニ
テ
出
入
坑

ス
ル
場
合

ニ
ハ
、
原
則
ト
シ
テ
三
十
分
以
内
ト
シ
、

一
坑

二
於
テ

一
團

ト
シ
テ
出
入
坑
ス
ル
モ
ノ
ガ

二
百
人
ヲ
超

ユ
ル
モ
ノ

ニ
付
テ
ハ
一
時
間
以
内
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
コ
ト

一

②

人
車
叉

ハ
ケ
ー
ジ

ニ
依
リ
出
入
坑

ス
ル
場
合

ハ
合
理
的
所
要
時
間

二

回
ノ
乗
降
時
間
ト

シ
テ
ケ
ー
ジ
ノ
場
合
三
十

秒
,
人
車
ノ
腸
合
三
分
ト
シ
之

二
通
常
ノ
運
転
時
間
ヲ
加

ヘ
テ
算
出

ス
)

二
其
ノ
三
割
ヲ
加

ヘ
タ
ル
時
間
以
内
ト
ス
ル
コ
ト

(
ハ
)
坑
内
匙
瞼
場
所

二
於
テ
坑
内
就
業
時
間
ヲ
算
定
ス
ル
場
合

ハ
各
錨
槍
場
所
所
驕
鑛
夫
ヲ

一
團

ト
シ
テ

(
ロ
)
ノ
標
準

二
準

ジ
テ
所
要
時
間

ヲ
算
定

ス
ル
コ
ト
但
シ
坑
内
錨
検
揚
所

二
集
合
シ
就
業
ノ
爲
略

一
齊

二
鮎
検
場
所

ヲ
出
獲

ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
一
團
ト
シ
テ
ノ
入
坑
所
要
時
間
ラ
認

メ
ザ
ル
コ
ト

第
七
條

ノ
二
第
三
項
ノ
坑
内
鐵
槍
揚
所
ハ
主
要
坑
道

二
添

ヒ
坑
ロ
ヨ
リ
歩
行
距
離
六
百
間
以
内

(
人
車

又

ハ
ケ
ー
ジ

ニ
依
ル
距
離



〈
之
ヲ
含

マ
ズ
)

ニ
ア
ル
モ
ノ

ニ
限
リ
,
坑
ロ
ヨ
リ
之

二
至

ル
歩
道

ハ
天
井
通
常
六
尺
以
上
最
低
五
尺

五
寸

ニ
シ
テ
適
當
ナ
ル
照

明
設
備
ヲ
有
シ
通
風
充
分

ニ
シ
テ
危
険

ノ
處
ナ
ク
坑
外
ト
大
差
ナ
ク
歩
行

シ
得

ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
L

右
の
如
き
許
可
を
爲
す
に
當
つ
て
は

「
將
來
事
情
ノ
変
更
等

二
依
リ
許
可
ノ
取
消

シ
又

ハ
変
更
ヲ
爲

ス
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
旨
附
記

ス

ル
コ
ト
」
を
注
意
さ
れ
て
居
る
。

實
施
の
状
況
に
就
て
石
炭
山
に
關
し
報
告
さ
れ
た
所
に
よ
れ
ば
、
入
坑
所
要
時
間
は
徒
歩
の
場
合
に
於
て
十
分
乃
至
三
十
分
を
普

通

・こ
し
例
外
的
に

一
時
間
以
内
を
許
可
し
た
こ
と
、

人
車
叉
は
ク
」

ジ
の
場
合
に
於
て

各
坑

口
毎
に
右
の
算
定
方
法
の
許
可
を
與

へ
た
こ
・こ
、
坑
内
鮎
楡
揚
所
を
許
可
し
た
も
の
は
三
十
鑛
山

(
八
十
八
ク
所
)
,こ
な
つ
て
居
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
♂

1

「
鑛
夫
調
査
概
要
」
、
一
一
六
頁
。

2

『
炭
礦鑛
夫
労
働
契
約
序
論
』

(本
誌
、
前
號
)
九
二
頁
0

3

明
治
二
十
六
年
}
月
十
八
日
認
可

「三
池
炭
坑
坑
夫
雇
入
及
取
扱
規
則
」
、
第

}九
條
。
「鑛
夫
調
査
概
要
」
、

=

六
頁
。

4

「
石
炭
山
二
於
ケ
ル
坑
内
労
働
時
間
ノ
概
況
」
、
五
1
六
頁
。

5

全
上
、
八
頁
。

在
坑
時
間
の
實
状

明
治

二
十
年
代
の
實
状

に
關
し
て
は
、
次
の
二
資
料
を
基
礎
三
し
て
,
最
も
進
歩
的
標
準
就
業
時
間
を
知

石
炭
麟

夫
勇
働
欣
態
め
婆
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

帰
八
七
)

四
五



石
炭
籏
夫
劣
働
状
態

の
痩
遷

(第

二
巻
第

「
號
)

(
A

叫
八
八
)

四
六

る
こ
・こ
が
出
來
る
。

ω

新
入
炭
坑

(
三
菱
合
資
會
社
経
営

)

三
菱
経
営

の
炭
坑
で
當
時
坑
夫
を
探
用
す
る
場
合
、
本
人
よ
り
提
出
さ
せ
た

「
契
約

⑥
謹
」
の
雛
形

に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
三
條
に

「就
業
時
間
は
毎
日
十
二
時
間
以
内
た
る
べ
し
,こ
難
天
災
非
常
或
は
緊
要
を
要
す
る
場
合

若
し
く
は
事
業
の
郡
合
に
よ
り
御
命
令
あ
る
ー、旨き
は
右
規
定
の

時
間
外
坑
内
は

勿
論
坑
外
,こ
難
労
働

を
蹉
せ
ざ
る
事
」
,こ
な
つ
て

居
る
。

②

三
池
炭
坑

(
三
井
鑛
山

合
名
會
社
経
営

)

明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
に

「其
筋
の
認

可
」
を
得
た

「
磯
夫
使
役
規

則
"

の
第
四
章
就
役
の
規
定
中
に
次
の
如
き
條
文
が
あ
る
。

「
第

十

條

膿
夫
の
就
役
時
間
は

一
日
十
二
時
間
以
内
と
す
。

第
十

一
條

磯
夫
は
自
己
の
就
役
す
べ
き
時
間
迄

に
遅
刻
せ
ざ
る
様
指
定
の
場
所
に
参
集
し
其
の
掛

員
の
指
圖
を
受
け
其
の
業
務

に
服
す
べ
し
。

第
十
三
條

左
に
掲
ぐ
る
日
を
以
て
磯
夫
の
休
業
日
,こ
す
,
但
業
務
の
都
合
に
依
り
其
休
業
日
を
繰
替

叉
は
臨
時
休
業
を
與
ふ
る

こ
と
あ
る
べ
し
。

一
、

一
月

一
日
よ
り
同
三
日
迄

一
、
紀
元
節

一
、
天
長
節

一
、
十
二
月
三
十

一
日
」



働

又
、
明
治

二
十
六
年

一
月
十
八
日
に

「其
筋
の
認
可
」
を
得
た

「
坑
夫
雇
入
及
取
扱
規
則
」
中
,
第
十
九
條
に

「
書
夜
連
続

の
業
務

に
從
事
す

る
坑
夫
は
必
ず
面
交
代
を
爲
す
べ
き
も
の
と
す
」
ミ
規
定
し
て
あ
る
。

も
,こ
よ
り
右
の
如
き
在
坑
時
間
の
規
定
は
、
當
時
の
如
き
設
備
の
幼
稚
な

中
小
の
炭
坑

に
は
行
な
は

れ
ず
、

痔
謂

「坑
夫
の
自

由
」
に
放
任
し
て
專
ら
出
炭
画
数
で
統
制
を
ーこ
つ
た
結
果
常

一
番
の
炭
坑
に
は
更
に
長
時
間
の
在
坑
が
普
通
で
あ
つ
た
も
の
,こ
推
定

⑨

さ
れ

る
。

6

「
筑
幽
岳
茨
磯
誌
」
、
三
〇
七
ー
八
頁
。

7

「
三
池
炭
礦
誌
』
、
二
六
-
九
頁
。

8

△
山ヒ
一、
二
一ニ
ー
山ハ
頁
0

9

「
彼
等

の
労
働
は
地
下
幾
百
尺

の
底
に
於
て

】
点

の
カ

ン
テ
ラ
を
カ
ざ
し
、
暗
黒
界
裡
に
榮
働
す
。
そ
の
普
通
労
働

者
を
以
て
律
す
べ
か
ら
ざ
る
は

勿
論
な
り
。
幸
に
し
て
炭
層
厚
く
坑
道

の
天
井
六
尺
以
上
に
達
す
れ
ば
渉
行
に
妨
げ
な
し
ざ
錐
も
、
そ
の
炭
層
薄
く
し
て
天
井
の
高
さ
四
尺
以
下
に
及

ぶ
も
の
は
飼
飼
し
て
切
葉
に
近
づ
き
、
坐
し
て
炭
塊
な
探
掘
し
、
甚
し
き
は
飼
飼

の
ま

》
鶴
騰
を
振
て
探
炭
ず
る
こ
ざ
稀
な
ら
ず
。
先
山
既
に
斯

の
如

し
、
常
に
坑
内
を
往
復

ず
る
後
向
に
於
て
は
労
働

の
難

吏
に
甚
し
き
も

の
あ
り
o
彼
等
は

一
二
尺

の
杖
を
爾
手
に
し
、
四

つ
旬

ひ
ざ
な
り
て
炭
籠
を
曳

き
、
喘

々
ざ
し
て
之
を
蓮
炭
坑
道
に
致
し
、
始
め
て
炭
函
に
移
ず
な
り
。
而

し
て
そ
の
坑
道

の
天
井
や

》
高
き
も
の
ざ
錐
も
彼
れ
後
向

の
習
慣

ざ
し
て

肩
を
以
て
炭
籠
を
捲
は
ず
、
荷
棒
を
背
後
に
横
だ

へ
双
手
短
杖
を
携

ふ
る
を
例
ざ
せ
り
。
若
し
夫
れ
姶
め
て
坑
内
に
入
れ
ば
艦
縷
僅
に
身
を
掩
ひ

(甚

石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
痩
遷

(
第

二
巻
第

一
朧
)

(
A

一
八
九
)

四
七



石
炭
籏
夫
労
働

状
態

の
痩
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
九
〇
)

四
八

し
き
は
裸
体
ざ
な
る
)
全
身
瓦
斯

に
憾
ぼ
り
て
眞
黒
な
る
も
の
ヒ
ヨ
コ
く

ざ
し
て
飛
び
來
る
状
殆
ん

8
人
間
業
・こ
は
受

け
取
ら
れ
ず
。

彼
等
の
初
め
て
坑
内
に
入
る
も
の
常
に
危
惧
の
念
に
堪
へ
ざ
る
も
漸
く
久
し
く
し
て
習
慣
終
に
性
ざ
な
り
、
時
に
は
取
締
小
頭
等
の
目
を
盗
み
安
全

睡
眠
を
む
さ
ぼ
る
こ
ざ
あ
り
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
乳
見
な
抱
き
て
坑
内
に
入
り
、
之
准
道
側
に
臥
せ
し
め
て
か
つ
慰
し
か
つ
蓮
炭
ず
る
嬬
女
子
あ
り

そ
の
實
な
見
ざ
る
も
の
を
し
て
聞
か
し
め
ば
容
易
に
信
を
置
き
難
き
も
の
多
か
る
べ
し
。
」

(
『筑
豊
炭
礦
誌
」
、
七
五
ー
六
頁
)

明
治
末
年
の
炭
鑛
夫
労
働

時
間
に
關
し
て
は
次
の
如
く
全
國
的
平
均
が
示
さ
れ
て
居
る
。

第
十

一
表

主
要
金
属
山
及
主
要
石
炭
山
各
種
鑛
夫

一
日
平
均
労
働

時
間
比
較
.

種

別

・

坑

夫

選

鑛

夫

製

錬

夫

職

工

運

搬

夫

雑

夫

金

囑

山

一

石

炭

山

時
母

分

へ

四
〇

二
、
三
〇

;

、三
〇

二

δ
〇

二
δ

〇

二

、三
〇

時
面

分

二
δ

〇

二

、二
〇

δ
、
吾

二

、O
O

=
、
四
〇

*
『
鑛
夫
調
査
概
要
」
、

一
】
一
頁
Q



第
十
二
表

主
要
炭
礦

に
於
け
る
就
業
時
間
規
定

(附
婦
女
の
就
業
時
間
)
*

種

別

採

炭

夫

採

炭

夫

以

外

ノ

鑛

夫

全

鑛

夫

女

鑛

夫

規

定

就

業

時

間

炭
硬
数

八
時
間

八

十
時
間
以
上
†
二
時
間
以
内

十
二
時
間

二七

八
時
間
以
上
十
二
時
間
以
内

十
二
時
間

孟
就
三

八
時
間
以
内

ノ
モ
ノ

九
時
間
以
内

ノ
モ
ノ

†
時
間

以
内

ノ

モ
ノ

†

一
時
間
以
内

ノ

毛
ノ

†
二
時
間
以
内

ノ

毛
ノ

時
間

二
關

ス
〃
規
定

ナ
キ

モ
ノ

四一一一六毫

*

『
鑛
夫
調
査
概
要
』
、

一
}
二
頁
及
び

=

三
頁

の
表
に
よ
り
作
成
o

石
炭
籏
夫
労
働

状
態

の
製
権

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
A

一
九

一
)

四
九



石
炭
籔
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(
第
二
巻
第

「
號
)

(
A

哺
九
二
)

五
〇

す
な
は
ち
、
炭
.磯
技
術
が
漸
く

一
般
的
に
進
歩
し
た
結
果
、
第
二
期
の
前
期
に
三
井
の
三
池
,
三
菱
の
新
入
が
示
し
た
標
準
は
圭

要
炭
顧
全
部
に
行
き
わ
た

つ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
居
る
。
こ
の
第
二
期
の
末
に
於
て
も
新
入
坑
は
依
然
,こ
し
て
十
二
時
間
制
を

0

1

探
つ
て
居
る
が
、
三
池
に
は
既
に
三
交
替
八
時
間
制
を
見
る
に
至
つ
た
。
叉
,
北
海
道
の
夕
張
炭
山
に
於

て
も
坑
内
外
夫
を
通
じ
て

働

八

時

間

乃

至

十

二
時

間

の

制

が
行

な

は
れ

た

。

m

三
菱
、
新
入
炭
坑
、

(
明
治
四
十
三
年
七
月
調
)

雇
傭
螢
役
規
則
b
第
十
四
條

鑛
夫
ノ
就
業
時
間

ハ

一
日
十
二
時
間
ト
シ

一
番
方

ハ
午
前
四
時

ヨ
リ
午
後
四
時

マ
デ
ニ
番
方

ハ
午
後
四
時
ヨ
リ
翌
朝
四

時
迄
ト
ス
就
業
中

ハ
係
員
ノ
許

可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ

レ
バ
濫

二
休
業

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
但
就
業

中
喫
飯
ノ
節

ハ
三
十

分
乃
至

一
時
間
休
憩
ヲ
與

フ
天

災
地
鍵
ソ
ノ
他
非
常
ノ
場
合

二
於
テ

ハ
前
記

ノ
就
業
時
間
ヲ
伸
縮

ス
ル
コ
ト
ア

ル
ベ
シ

(
『
再
版
日
本
炭
礦

誌
』
、
七

一
頁
)
。

Ⅱ

三
井
b
三
池
炭
坑

從
來
坑
夫
及
蓮
炭
夫
の
労
働
時
間
は

一
般
に

「
H
十

二
時
間

(
實
際
は
十
時
間
)
な
り
し
が
、
去
る
明
治
四
十

吋
年
十
月
よ
り
萬

田
坑
に
於
て
三
番
交

替
の
制
を
實
施

し
た
り
、
即
ち

一
番
は
午
前
五
時
よ
り
午
後

二
時
迄

.
二
番
は
午
後

一
時
よ
り
午
後

十
時
迄
、
三
番
は
午
後
九
時
よ
り
翌
午
前

六
時
迄

就
役
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、

一
日
九
時
間
の
就
役
な
れ
♂
も
實
際
の
労
働
時
間
は
八
時
間

に
過
ぎ
ず
、
此
労
働

時
問
の
短
縮
は
賓
施

以
來
日
猶
淺
く

今
日
に
於
て
將
來
を
推
す
こ
ざ
は
能
は
ざ
る
べ
し
ざ
錐
も
、
在
爽
の
二
番
交
替
制
に
比
し
て
利
益
あ
る
こ
ざ
實
に
左
表
に
示
す
が
如
し

二
番
交
替
制
に
ず
る
時

三
番
交
替
制
に
す
る
時

採
炭
夫
牧
容
割
合

二

、

三



全

出
炭
力

(平
均
)
の
割
合

六

五

全
坑
出
炭
力

四

五

出
役
歩
合

百
分
の
五
十
五

百
分
の
六
十
七

元
來
萬
田
坑

に
於
て
は
切
羽
少
き
た
め
、
二
番
交
替
制
に
て
は
全
部

の
探
炭
夫
を
牧
容
す
る
ご
ざ
困
難
な
る
も
、
之
な
三
番
交
替
制

ざ
す
れ
ば
結
局
牧

容
の
割
合
増
加
し
得

べ
く
、
探
炭
賃
蚊
に
経
費
ぱ
之
が
爲
増
加
す
る
こ
ざ
あ
る
も
、
出
炭
も
亦
増
加
ず
る
が
故
に
現
時

の
炭
債
に
て
は
結
局
牧
盆
多
き

の
理
な
り
。
次

に
出
役
歩
合
の
増
加
は
、
問
接
に
は
鑛
夫
の
募
集
費
を
節
減
ず
る
ご
ざ
を
得
る
の
み
な
ら
す
鑛
夫
納
屋
そ
の
他
諸
般
設
備

の
援
張

に
要

ず
る
費
用
を
節
約

し
得
る
利
益

あ
り

(
『
再
版
目
本
炭
礦
誌
」
、
三
二
頁
)
。

12

北
海
道
炭
礦
汽
船
株
式
會
社
、
夕
張
第

↓
坑

(
明
治
四
十
三
年
六
月
調
)

鑛
夫
雇
傭
劣
役
規
則
、
第
七
條
本
會
社
鑛
夫
ノ
就
業
時
間

ハ
一
日
十
二
時
間
以
内
ト
シ
其
種
別
虹

二
就
業
時
間
左
ノ
如

シ

坑

夫

支

柱

夫

選

鑛

夫

運

搬

夫

職

工

雑

夫

ソ

ノ

他

坑

内

八
時
間
乃
至
十
二
時
間

全

上

八
時
間
乃
至
十
二
時
間

八
時
間
乃
至
十
二
時
間

坑

外

八
時
間
乃
至
十
二
時
間

全

上

全

上

全

上

石
炭
籏
夫
労
働
状
態

の
痩
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

一
九
三
)

五

「



石
炭
籏
夫
労
働
状
態
の
變
遷

(
第
二
巻
第

輔
號
)

(
A

一
九
四
)

五
二

○

鑛
夫
交
替
方
法

一
、
書
夜
三
交
替

(
八
時
間
以
内
勢
役
セ
ル
モ
ノ
)
午
前
六
時
、
午
後

二
時
、
午
後
六
時

一
、
書
夜
二
交
替

(
十
二
時
間
以
内
螢
役
セ

ル
モ
ノ
)
午
前
六
時

、
午
後
六
時

婦
女
幼
者
ノ
螢
役
時
間
蚊

二
幼
者

ノ
年
齢

一
、
婦
女
幼
者

ノ
就
業
時
間

ハ
各
八
時
間
乃
至
十

二
時
間
ト
ス

一
、
幼
者
ノ
年
齢

ハ
満
十
二
年
以
上
十
五
年
以
下
ト
ス
但

シ
坑
内

二
使
役

ス
ル
幼
者
ノ
年
齢

ハ
十
三
年
以
上
ト
ス

婦
女
幼
者
勢
役
ノ
種
類

一
、
婦
女
、
選
鑛
、
安
全
燈
掃
除
、
小
使
、
電
話
交
換

ソ
ノ
他
坑
外
日
役

一
、
幼
者
戸
番
、
油
差
、
小
使

、
雑
役

(
「
再
版
日
本
炭
礦

誌
」
、

=
二
〇
1

一
頁
)
o

磯

夫

の
労
働

時

間

に
対
す

る

制
限

は

、
第

三
期

の
初

頭

大

正

五

年

九
月

一
日

に

「
艦

夫

勢

役

扶

助
規

則

」

の
施

行

せ
ら

れ

た

時

に

初

ま

る

。
最

初

は

「
十

五
才

未

満

ノ

者

及
女

子

ヲ

シ
テ

一
日

二
付

十

二

時

間

ヲ
超

エ
テ
就

業

セ

シ

ム

ル

コ
ト

ヲ
得

ス
」
と

規

定

さ
れ

た

が

、
大

正

十

五

年

の

改

正

に
よ

り

「
十

六
才

未

満

ノ
者

及

女

子

ヲ

シ
テ

一
日

二
付

十

一
時

間

ヲ
超

エ
テ
就

業

セ

シ

ム

ル

コ
ト

ラ
得

ス
」

,こ
な

つ
た

(
同

年

七

月

一
日
施

行

、

但

し
年

齢

は
施

行

後

三
年

間

は
十

五

才

-・、
し

て

猶

豫

)

。



一
方
、

一
般
膿
夫
に
対
し

て
も
就
業
時
間
制
限
が
考
慮
さ
れ
、
當
時
の
炭
艦
に
於
け
る
作
業
能
率
は
十
時
間
制
の
普
遍
化
を
可
能

働

な

ら

し

め

る
状

態

に
在

る
こ

ミ

の
見

込

み

が

つ

い
た

の

で

、

之

を

法
規

,こ
し

て
能

率

の
劣

つ
て
居

る

中

小
炭

坑

に
強

制

す

る

こ

・、さ

」

な

つ
た

。

13

『
繊
業
労
働

事
情

二
關

ス
ル
調
査
』
は
在
坑
時
間
短
縮
の
必
要
に
就
て
家

の
如
く
記

す
。

「我
國

二
於
テ

ハ
智
際
労
働
時
間

二
比

シ
、
在
坑
時
間
不

當

二
長

ク
、
人
道
的
叉

ハ
衛
生
的
見
地
以
外

二
於
テ
能
率
的
見
地

ヨ
リ

ス
ル
モ
之

ヲ
制
限

ス
ル
ノ
要
ア
ル
ベ
シ
。
然

レ
ド

モ
何
時
間

ヲ
以
テ
適
當
ト
ス

ベ
キ
ヤ

ハ
容
易

二
之

ヲ
噺
ズ

ル
コ
ト
能

ハ
ザ

ル
モ

(
1
4
實
際
労
働

時
闇
五
、
六
時
悶
ヲ
通
常
ト
ス
ル
コ
ト

(
2
)
我
國

二
於
テ
十
二
時
間

二
交
替
制

ヲ
八
時
間

一.交
替
制

二
改

メ
タ

ル
ニ
蓮
炭

二
支
障
ナ
キ
限
ジ

一
人
當
り
出
炭
ヲ
減

ゼ
ザ

ル
ノ
事
例

(
三
池
、
高
島
、
内
郷
.
入
山
等
)
ア

ル
ニ
鑑

ミ
炭

磯
ノ
設
備
充
分

ニ
シ
テ
管
理
方
法
適
當
ナ
ラ
バ
歌
洲
各
國
同
様
八
時
間
程
度
ヲ
以
テ
最
高
能
率
時
間

(
オ
プ
チ
マ
ム
)

二
達

ス
ル
モ
ノ
ト
認

メ
ラ
ル

・

モ
、
唯
多
年
ノ
慣
習
ノ
爲

メ
就
業
時
間
短
縮
ノ
困
難
ナ

ル
コ
ト
、
我
國

二
於

テ
ハ
準
備
作
業
多
キ

コ
ト
、
往
復
時
間
長
キ

コ
ト
、
設
備
改
善
ノ
賓
行
困

難
ナ
ル
コ
ト
等

二
鑑

ミ
勘
酌

ヲ
加

ヘ
テ
在
坑
十
時
間
程
度
ノ
制
限

ヲ
設

ク
ベ
キ
ナ
リ
。
唯
坑
道
深

〃
切
端
遠

キ
炭
礦

二
於
テ

ハ
許
可
ヲ
條
件
ト
シ
テ
坑

内
見
張
リ

ヨ
リ
見
張

リ
迄

十
時
間
ト
ナ
ス
ノ
要
ア
リ
」

6

ニ

ー
二
頁
)
。
叉
在
坑
時
間
十
時
間
ざ
し
た
る
場
合
の
影
響

の
う
ち
探
炭
夫
に
關
し
て
は

次
の
如
く
述

べ
る
。

「
採
炭
夫
ノ
在
坑
時
間
ノ
甚
ダ
長
キ
所
以

ハ
、

(
1
)
自
然
ノ
條
件
及
鑛
夫
ノ
慣
習
上
舅
働

ヲ
集
約
的
ト
ナ
ス

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
コ

ト
、

(2
)
蓮
炭
設
備

ノ
不
充
分
ナ

ル
タ
メ
箱
待
チ
等

二
時
間

ヲ
空
費

ス
ル
コ
ト
、

(
3
)
探
炭
賃
金
ガ

一
先
請
　負

ニ
シ
テ
各
交
替
時
間
毎

二
採
掘
炭

ヲ
全
部
積
出
サ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ザ

ル
コ
ト
.

(
4
」
準
備
作
業

二
時
間
ヲ
要

ス
ル
コ
ト
等

二
依

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
選
炭
設
備
及
管
理
方
法

二
改
善

(
例

ヘ
バ

共
同
請
員

ノ
如

キ
)
ヲ
加

フ
ル
ト
キ

ハ
能
率
ヲ
減
少

ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
在
坑
時
間
ヲ
十
時
間
程
度

二
短
縮

ス
ル

コ
ト
困
難
ナ
ラ
ズ
ト
思
考

セ
ラ
ル
。

石
炭
騒
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(
第
二
省
第

一
號
)

(A

】
九
五
)

五
三



石
炭
匿
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(
第

二
巻
第

哨
號
)

(A

一
九
六

)

五
四

蓮
炭
設
備
改
善

ノ
費
用

ハ
、
サ
キ
ノ
保
護
鑛
夫
深
夜
業
禁
止
ノ
劉
鷹
策

ト
シ
テ
探
炭
及
蓮
炭

ヲ
深
夜
以
外
ノ
時
間

二
集
中

ス
ル
二
要

ス
ル
設
備

二
要

ス

ル
モ
ノ
ト
大
体
同

一
ナ
リ
。
而

シ
テ
在
坑
時
間
ヲ
短
縮
シ
テ
同

一
生
産

ヲ
維
持

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
鑛
夫

ノ
健
康
上
ノ
利
益

ハ
結
局
炭
礦

ノ
利
益
ト
ナ
ル

。ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
設
備

ノ
改
善

ハ
軍

二
鑛
夫
保
護

ノ
爲

メ
ニ
ス
ル
費

用

二
非
ズ

シ
テ
炭
礦
脛
管
上
ノ
改
善
費
ナ
リ
ト
ス
」

(三

二
⊥

二
頁
)
。
な
ほ
、
同

書
に
は
探
炭
夫
の
就
業
時
間
の
内
容
調
准
男
、
先
山
及
び
後
山
、
女
、
後
山
に
就
き
實
数
虹
び
に
百
分
率
の
表
・、c
し
て
示

し
て
居
る

(
=

一二
ー

=
二

四
頁
)
。

昭

和

三

年

に
至

り

「
鑛

夫

勢

役

扶

助

規

則

」

改

正

の

際
次

の
新

條

文

を
設

け

た

。

第

五
條

鑛

業
権

者

ハ
鑛

夫

ヲ

シ

テ

一
日

二
付

十

時

間

ヲ
超

エ
テ
坑

内

二
於

テ
就

業

セ

シ

ム

ル

コ
ト

ヲ
得

ズ

鑛

業
権

者

ハ
監
視

ヲ
主

ト

ス

ル
業

務

叉

ハ
間

歌

的

ナ

ル
業

務

二
從

事

ス
ル
者

二
付
鑛
山

監

督

局

長

ノ
許

可

ヲ
受

ケ

タ

ル
ト

㍗
ハ

仙剛
項

ノ
規

定

二
依

ラ
ザ

ル

コ
ト

ヲ
得

㈹

右
の
規
定
は
昭
和
五
年
九
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
が
同
條
第
二
項
の
許
可
方
針
に
關
し
て
次
の
如
く
通
牒
さ
れ
た
。

「第
五
條
第
二
項
ノ
許
可

ハ
左
記

二
該
當

ス
ル
者

ニ
シ
テ
實
際
ノ
事
情

呂
鑑
ミ
同
條
第

一
項

二
準
櫨

シ
難

キ
モ
ノ

ニ
限
ル
コ
ト

甲
、
監
視
ヲ
圭
ト
ス
ル
業
務

二
從
事

ス
ル
者

(
イ
)
火
番
、
門
番
、
戸
番
、
火
藥
番
,
見
張
番
,
詰
所
番
,
守
衛
等
ノ
如
ク

一
定
部
署

二
在
リ
テ
監
親

ス
ル
ヲ
本
來
ノ
業
務



ト

ス

ル

モ
ノ

(
ロ
)

ボ

ン
プ

方

、
駆

風

機
運
転

夫

、
煽

風

機

蓮
殿

夫

、

電

.⊥
、

配
電

方
等

ノ
如

ク
身

罷

螢

作

少

ク

主

ト

シ

テ

一
定
部

署

二
於

テ
一機
械

ノ
運
転

円
ヲ
睡
塁
脱
ス

ル

モ

ノ

(
ハ
)

ン
ド

レ

ス
監
視

、
車

道

番

,

人

道

番

、

信

號

夫

等

ノ
如

ク

一
定

部

署

二
在

リ

テ
蓮

搬

ノ
見

張

又

ハ
監
視

二
從

事

ス

ル

モ
ノ

(
二
)
係

員

ノ
補

佐

ト

シ
テ
監

督

叉

ハ
監
視

ノ
業

務

二
從

事

ス

ル

モ
ノ

乙

,

間

欺

的

業

務

二
從

事

ス

ル
者

(
イ
)

悼

取

、

馬

丁

、

捲

方

、

人

車

車

掌

等

蓮

搬

二
從

事

ス

ル
業
務

ニ
シ
テ

一
般

鑛

夫

二
先

立

チ

テ

入
坑

シ
之

二
遅

レ
テ
出

坑

ス

ル
ヲ
要

ス

ル
モ
其

ノ
中

間

二
於

テ

ハ
作

業

閑

散

ナ

ル

モ
ノ
又

ハ
常

態

ト

シ

テ
在

坑

時

間

中

實
労
働

時

間

六

時

間

ヲ
超

エ

ザ

ル

モ
ノ

(
後

段

モ
蓮

{搬

二
從

事

ス

ル
モ

ノ

ニ
限

ル

モ
ノ

ト

ス
)

(
ロ
)

大

工

、
電

工

、

其

ノ
他

ノ
修
繕

夫

ニ
シ

テ
業
務

閑

散

ナ

ル

モ
事

故
発
生

ノ
場

合

二
備

フ
ル
爲

交

替

制

二
依

リ
書

夜

縄

績

シ

テ
坑

内

一
定

部
署

二
在

ル

コ
ト

テ
要

ス

ル

モ
ノ

」

炭
礦

に
於

け

る
實

施

状

況

に
就

て
報

告

さ
れ

た

,こ
こ

ろ

に
よ

れ

ば

、

(
一
)
監
視

を

圭

ε
す

る
業

務

に
從

事

す

る
も

の

,こ
し

て
許

石
炭
籏
夫
労
働
獣
態
の
変
遷

(
第
二
巻
第

『
號
)

(
A

一
九
七
)

五
五



石
炭
蹟
夫
舅
働
状
態

の
綱
選

(
第
二
巻
第

↓
號
)

(
A

一
九
八
)

五
六

可
さ
れ
た
も
の
は
約
百
三
十
の
石
炭
山
に
於
け
る
鑛
夫
約
四
千
八
百

(
全
國
石
炭
山
坑
内
夫
数
の
約
三
%
)
で
、

(
二
)
間
欺
的
業

務

に
從
事
す
る
も
の
,こ
し
て
許
可
さ
れ
た
も
の
は
約
百
十
の
石
炭
山
に
於
け
る
鑛
夫
八
千
六
百
鯨

(
全
國
石
炭
山
坑
内
夫
数
の
約
五

%
)
で
あ
る
。
時
間
延
長
の
限
度
に
付
て
は
監
督
局
に
よ
つ
て
異
な
る
が
.
爾
場
合
共
同
様
に
二
時
間
乃
至
三
時
間
を
許
可
さ
れ
て

㈹

居
る
。

坑
内
労
働

十
時
間
制
の
立
案
さ
れ
た
大
正
十
五
年
と
,
右
の
規
定
が
實
施
さ
れ
た
直
前
及
び
直
後
の
時
期
に
於
け
る
在
坑

時
間
の

實
際
に
關
し
、
内
務
省
の
批
會
局
は
極
め
て
詳
細
な
比
較
研
究
を
行

つ
た
。
そ
の
中
で
先
づ
在
坑
時
間
,こ
在
坑
者
数
と

の
関
係

を
見

れ
ば
、
新
規
定
施
行
後
は
施
行
前
に
比
し
、
又
施
行
前
は
大
正
十
五
年
に
比
し
、
そ
れ
ぞ
れ
長
時
間
在
坑

者
数
を
遽
減
し
て
居
り
、

且
他
面
極
短
時
間

(八
時
間
以
内
)
の
在
坑
者
数
を
も
減
じ
て
居
る
。
こ
れ
を
在
坑
時
間
十
時
間
を
限
界

.、)し
て
二
分
し
そ
の
雨
者

の
割
合
を
見
た
も
の
が
第
十
三
表
で
あ
つ
て
、
十
時
間
を
超
え
る
も
の
は
五

一
・
五
%
か
ら
四

一
.
六
%
、
二
五

.
五
%
と
次
第
に

減
じ
て
居
り
、
こ
の
状
勢
は
鑛
山
監
督
局
別
に
於
て
も
、
又
業
務
別
に
見
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
十
三
表

在
坑
時
間
別
鑛
夫
数
割
合
*



探

炭

夫

「
陣

柱

夫

葱

搬

玉

其

ノ

他

合

計

札幌r!仙束京福岡

十

時
間
以
.内

ノ
毛
ノ

十

時
間

チ
超

ル
モ
ノ

計

杁
墾

施
工
騰

履
」歴

鉦
施
工
亘
施
壷

施
工
前
軍

轟

五
笠
施
壷

施
壷

秋
聾

施
工
轟

勧

i
、,

引
八
五
・
八

扇

・
二

一
〇
〇
・
O

九
〇
・
二

九
・
八

δ

O
・
O

%
.

九
四
・
〇

六
・
O

ε

Q
・
O

九
五
・
八

▲

死

・
O

δ

O
・
O

八
一
●
〇

九
九
●
七

冗

・
O

O
・
芭

蓉

.
選

.

..
ー

%

国
七
孟

五
二
・
五

一
〇
〇
・
O

六
一
。
四

三
八
。
六

一
8

・
O

-

%

四
七
・
三

就
二
毛

お
O
・
O

五
四
。
四

圏

四
六
・
四

一
〇
〇
・
O

六
丁
九

三
八
二

一〇〇
・
O.

七
六
・
六

一三
・
四

一
〇
〇
・
O

莞

・
三

二
〇
・
七

一
〇
〇
・
O

八
九
二

δ
晃

一
〇
〇
・
n

十

時
間
以
内

ノ

毛
ノ

十

時
間
チ
超

ル
モ
ノ

計

六
二
西

三
七
・
六

一
〇
〇
・
O

八
八
。
六

二

・
四

δ

O
・
O

八
九
・
四

δ

・
六

一
〇
〇
・
0

六
七
。
三

三
二
毛

δ
O
・O

六
九
・
二

三
〇
。
八

δ

O
・
O

交

・
五

「
三

読

一
〇
〇
・
O

七
・職

二
丸

九
二
圭

九
七
土

δ
O
・
〇

一〇
?

O

四
四
圭

王
五
蓋

一
〇
〇
・
O

四
〇
・
八

五九
三

;

O
・
O

五
・
六

九
四
・
四

一
〇
〇
・
O

尭

・六

四
〇
西

一
〇
〇
・
O

究

・
九

三
〇
ユ

;

O
・
O

七
一
・
四

二
八
・
六

δ

O
・
O

十
時

間
以
内

ノ
モ
ノ

十

時
間

チ
超

〃
毛
ノ

計

八
〇
・
〇

二
〇
・
〇

一
〇
〇
・
O

三
七
・
〇

六
三
・
〇

一
〇
〇
・
O

δ

O
・
O

O
・
O

一
〇
〇
・
O

八
四
・
四

一
五
・
六

一
〇
〇
・
O

八
九
・
九

一
〇
ユ

一
〇
〇
・
O

八
三
●
三

ニ
ハ
・
七

一
〇
〇
・
Q

資
料
無

全全

資
料
無

全全

六
三
i

三
六
晃

一
〇
〇
・
0

吾

・
六

兇

・五

一
〇
〇
・
O

一

五
〇
.
七

男

・
三

一
〇
〇
・
O

七
八
・
〇

一三

・
O

;

O
・
O

四
七
・
四

垂

・
六

δ
O
・O

八六
・
三

三
名

δ

O
・
0

十
時
間
以
内

ノ
モ
ノ

十
時
間

チ
超

〃
モ
ノ

計

四
〇
毛

晃

・
三

一
〇
〇
・
O

玉
三
・
〇

四
七
・
〇

一
〇
〇
・
O

夫

・三

三

・七

δ
O
・O

六
鴎
・
六

三
五
・
四

一〇
〇
・
O

七
τ

二

二
八
・
八

一
〇
〇
●
O

八
三
・
六

一
六
・
四

一
〇
〇
・
O

二
七
・
九

七
二
三

一〇
〇
・
O

三
τ
八

交

・二

δ
O
・O

二
八
・
説

七
一甚

一8

・
O

三
九
・
九

六
〇
三

一
〇
〇
。
O

吾

集

究

・
四

δ

O・
O

四
二
・
八

毫

・
二

δ
O
・O

五
三
・
六

四
六
・
四

一
〇
〇
・
O

七
一豊

二
八
毫

δ
O
・
O

石
炭
瞳

夫
労
働
状
態

の
痩
遷

(
第

二
霧
第

一
號
)

(A

一
九
九
)

五
七



石
炭

夫
労
働
状
態

の
變
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

二
〇
〇
)

五
八

合計

十
時
間
以
内

ノ
モ
ノ

十
時
間

チ
超

〃
モ
ノ

計

四
ハ
・
三

玉
一
・
七

一
〇
〇
・
○

六
τ
五

三
八
豊

;
0
6

八
二
●
九

;

二

δ

O
・O

六
七
・
三

三
二
・
七

6

0
・
O

七
二
・
三

二
七
毛

;

O
・
O

金

三

西

・八

δ
O
・
O

二九
・四

七
?

六

;
O
・
O

三
亭

七

六
四
・
三

一〇
?

O

三
三
●
一

六
六
・
九

一
〇
〇
・
O

四
丁
九

五
八
土

一〇
〇
・
O

五
τ
九

四
八三

6
0
・
O

四
.八
・
五

垂

・
五

δ

O
δ

五
八
・
四

四
一
呉

6

〔)
・
O

茜

圭

二
吾

躍

ε

O
・
O

*
石
炭
山
二
於
ク
ル
坑
内
労
働
時
間
ノ
概
況
」
、
一
三
頁
。

▲
は
合
計
に
於
て
百
以
上
ざ
な
り
、
日
は
合
計
に
於
て
百
に
満
た
な
い
が
原
表
の
ま
》
の
数
字
で
あ
る
o

次
に
坑
夫
の
平
均
在
坑
時
間
に
就
て
見
れ
ば
、
最
近
の
平
均
在
坑
時
間
は
九
時
閥
三
十
三
分
で
、
施
行
直
前
に
比
し
十
七
分
.
叉

大
正
十
五
年
に
比
し
三
十

一
分
の
減
少
を
示
し
て
居
る
。
特
に
炭
膿
の
多
い
福
岡
鑛
山

監
督
局
管
内
に
於

て
は
大
正
十
五
年
度
,こ
の

差
が
三
十
九
分
と
な
つ
て
居
る
。
叉
、
業
務
別
に
て
は
坑
内
夫
中
最
も
多
数
を
占
め
る
探
炭
夫
が
設
備
改
善

に
よ
り
以
前
徒
ら
に
画

待
ち
の
爲

に
室
費
し
た
時
間
を
節
約
さ
れ
た
結
果
大
正
十
五
年
の
平
均
十
時
間

一
分
よ
り
施
行
前
の
九
時
間
四
十
七
分
と
な
つ
て
十

四
分
,
更

に
施
行
後
九
時
間
二
十
四
分
・こ
な
つ
て
ま
た
二
十
三
分
の
減
少
を
示
し
た
。
特
に
福
岡
管
内
で
は
大
正
十
五
年
當
時
と
の

差
四
十
四
分
の
著
減
と
な
つ
て
居
る
。
支
柱
夫
は
從
來
か
ら
短
時
間
で
大
正
十
五

年
度
に
も

平
均
九
時
間

三
十
三
分
,こ
な
つ
て
る

が
、
こ
れ
も
施
行
後
,こ
比
較
す
れ
ば
平
均
三
十
分
の
減
少
で
あ
る
。
蓮
搬
夫
は
作
業
の
性
質
上
長
時
間

の
在
坑
を
必
要
,こ
し
、
前
に

記
し
た
や
う
に
新
規
定
の
第
二
項
に
於
て
勢
役
状
況
を
参
酌
の
上
そ
の

一
部
の
例
外
を
許
可
す
る
こ
と
に

な
つ
て
る
程
だ
が
、
大
正



十
五
年
當
時
の
平
均
十
時
間
四
十

一
分
に
比
し
て
施
行
後
の
平
均
十
時
間
二
十
五
分
は
矢
張
り

十
六
分
の
減
少
を

示
す
も
の
で
あ

る
。

第
十
四
表

大
正
十
充
年

二
於
ケ
ル
平
均
在
坑
時
間
*

札

幌

仙

垂

東

京

福
岡

計

採

炭

夫時

分

九
,
西

九
、
三

九
、
三

δ

、
三

δ
、
9

支

柱

夫

其

他

時

分

八
,
五
六

九
、
三
五

八
.
四
一

九
、
毛

九
覧
三
三

時

分

δ
、
C
六

δ

、四
三

九
、
ニ
ハ

δ

盆

O

δ

、巴

計

時

分

九
、
二
六

九
、
三
七

九
δ

八

δ
、
三

δ

、〇
四

又
『石
炭
山
二
於
ケ
ル
労
働
時
間
ノ
概
況
」
、

一六
頁
。

第
十
五
表

改
正
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
施
行
前
後

二
於
ケ
ル
平
均
在
坑
時
間
*

石
炭
瞳
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
A

二
〇

一
)

五
九



石
炭
麟
夫
労
働
状
態
の
鑓
遷

(第
二
巻
第
=
號
)

(A

二
〇
二
)

六
〇

採

炭

夫

支

柱

夫

蓮

搬

夫

其

ノ

他

札

幌

仙

壼

東

京

稲

岡

計

*
「石
炭
山
二
於
ケ
ル
労
働
時
間
ノ
概
況
」
、
一
五
1
六
頁

以
上
の
変
化

を
通
観
す
る
爲
,
各
業
務
別
に
大
正
十
五
年

,こ
新
規
定
施
行
前
後
に
於
け
る
在
坑
時
間

の
標
準
偏
差

(
S
t
a
n
d
a
r
d

助

d
e
v
i
a
t
i
o
n

)
を
求
め
て
比
較
し
た
ーこ
こ
ろ
に
よ
れ
ば
從
來
坑
内
労
働

者
に
顯
著
で
あ

つ
た
就
業
時
間
の
長

短
の
差
が
漸
次
に
減
じ
劃

一
化
的
傾
向
の
あ
る
こ
・こ
を
示
さ
れ
た
。
特

に
探
炭
夫
に
就
て
は
在
坑
時
間
別
の
坑
夫
数
撒
布
状
況
を
標
準
偏
差
に
よ
つ
て
見
た
も

の
が
、
大
正
十
五
年
の

一
時
間
十
三
分
か
ら
,

一
時
間
八
分
、
更
に
四
十
七
分
,・、著
し
き
減
少
を
示
し
た
。
す
な
は
ち
、
大
止
十
五

年
に
理
論
的
在
坑
時
間
は
十

一
時
間
十
四
分
乃
至
八
時
間
四
十
八
分
で
あ
つ
た
の
が
、
施
行
前
+
時
間

五
十
五
分
乃
至
八
時
間
三
十

九
分
に
、
叉
施
行
後
十
時
間
十

一
分
乃
至
八
時
間
三
十
七
分
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
撒
布
範
囲

の
縮
少
換
言
す
れ
ば
在
坑
時



間
の
劃

一
化
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

第
十
六
表

探
炭
夫
平
均
在
坑
時
間
ト
標
準
偏
差
*

鑛
山

監

督

局

別

大

正

十

五

年

十

月

札仙東輻平

幌至京岡均

時

分

九
、
颪

允
、
三

九
、
三

;
」
三

δ
、
9

(
±
)

時

釧

一
、
O
O

(
士
)

一
δ

四

(
士
)

て
O
O

(
土
)

一」
六

(
土

)

一
、
二
二

改

正
鑛
夫

勢
役
扶

助
規
則
施
行
直
前

(
昭

和

五

年

九

月

一

日

)時

刎

(
±
)

O
、
五三

改
正
鑛
犬
勢
役
扶
助
規
則
施

行
後

時

分

九
、
≡

九
」

O

一δ

O

『

エ
ハ

『

二
二

(
土
)

O
、
毫

(
士

)

一
、
〇
二

(
士
)

「

三

(
土
)

一
、
〇
八

時

分

九
、
〇
八

九
、
三

九
、
ニ
ハ

九
b
二
九

九
」
西

(
±
)

時

分

0
、
四
七

(
±
)

O
、
吾

(
士

)

O
、
竺
四

(
±

)

O
、
四
七

(
土

)

O
、
四
匂

*
「石
炭
山
二
於
ケ
ル
舅
働
時
間
ノ
概
況
」
、
一
八
頁
。

こ
れ
を
坑
内
夫
全
般

に
就
て
示
し
た
も
の
は
次
の
第
十
七
表
で
、
主
要
部
分
を
占
め
る
探
炭
夫
に
於
け

る
変
化
の
影
響
を
受
け
て

進
渉
の
跡
を
見
せ
て
居
る
。
す
な
は
ち
、
大
正
十
五
年

に
於
け
る
理
論
的
在
坑
時
間

十

一
時
間
十
八
分
乃
至
八
時
間
五
十
分
が
新
規

定
の
施
行
前
十

一
時
間
二
分
乃
至
八
時
間
三
十
八
分
に
減
少
し
、
施
行
後

は
十
時
間
三
十
二
分
乃
至
八
時
間
三
十
四
分
,こ
更
に
範
囲

を
狭
く
し
た
。
こ
の
傾
向
は
主
要
産
炭
地
方
た
る
福
岡
及
び
札
幌
の
雨
管
内
に
著
し
く
,
福
岡

に
於
て
は
大
正
十
五
年
に
十

一
時
間

石
炭
鑛
夫
労
働
状
態

の
鍵
遷

(第

二
巻
第

一
號
)

(
A

二
〇
三
)

六

一



石
炭
籏
夫
労
働
状
態

の
藝
纒

(第

二
巻
第

一
號
)

(A

二
〇
四
)

六

二

二
十
九
分
乃
至
八
時
間
五
十
七
分
、
施
行
前
十

一
時
間
十
分
乃
至
八
時
間
四
十
分
、
施
行
後
十
時
間
三
十
四
分
乃
至
八
時
間
三
十
四

分
,こ
偏
差
の
範
囲

を
縮
減
し
た
。

第
十
七
表

全
坑
内
夫
平
均
在
坑
時
間
ト
標
準
偏
差
*

鑛
山

監

督

局

別

札仙東輻平

幌京岡均

「
大

正

十

五

一

時

分

九
b
二
六

九
、
三
七

九
、
〇
八

一
〇
-
三

6

D
O
四

(
士
)

(
士
)

(
士
)

(
±
)

(
土
)

時

分

一
盲
〇
三

一
」

〇

一
δ

八

一
」

六

一
、
西

時

介

九
、
毛

九
、
四
〇

九
盆

七

九
、
壼

九
,
五
〇

(
士
)

(
士
)

(
士
)

(
土
)

(
士
)

時

分

O
亀
発

一、
δ

一δ

乱

一D
豆

「

三

時

分

九
、
三

九
、
四
〇

九
、
三
G

九
、
三
四

九
、
三
三

時

分

(
±
)

O
、
邑

(
士
)

一δ

七

(
士
)

O
D五
三

(
士

)

一事
O
O

(
士
)

O
、
莞

*

「
石
炭
山

二
於
ケ
ル
労
働
時
間
ノ
概
況
」
、
二
二
頁
0

14

『
石
炭
山

二
於
ケ
ル
労
働
時
間

ノ
概
現
』
、
四
-
五
頁
。

娼

全
上
、
七
頁
。

16

標
準
偏
差
算
出
の
式
は
次
の
如
く
で
あ
る
o

(
全
上
、

一
七
頁
)



標
準
偏
差
p
`
各
項
ノ
頻
藪
(
在
坑
時
間
別
鑛
夫
数
)
a
・
=
各
項
ノ
平
均
較
差
(
在
坑
時
間
ノ
平
均
較
差
)

深
夜
業
禁
止
そ
の
他

保
護
鑛
夫

に
対
す
る

一
般
的
時
間
制
限
に
就
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
右
の
外

に
保
護
鑛
夫
に
対
し
て
深

夜
業
禁
止
、
休
憩
休
日
の
規
定
,
交
替
転
換

時
の
指
示
等
に
闘
す
る
時
閥
保
護
が
規
定
さ
れ
て
居
る
。

深
夜
業
の
禁
止
は
大
正
五
年

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」

に
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
、
當
初
、
深
夜
を

「
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二

至

ル
間
」
,こ
し
た
が
、
大
正
十
五
年
に

「
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
五
時

二
至

ル
間
」
と
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
限
は
、

「
但

シ
鑛
夫
ヲ
二
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
就
業
セ
シ
ム
ル
場
合

ハ
此
ノ
限

二
在
ラ
ズ
」
と
さ
れ

(第
七
條
)
、

た
"
こ
の
但
し
書

に
依
る

場
合

に
は
保
護
鑛
夫
に
対
し

「
十
日
ヲ
超

エ
ザ
ル
期
間
毎

二
其
ノ
就
業
時
ヲ
転
換

ス
ベ
シ
」

(第
八
條
)
、
又

「
少
ク
ト
モ
四
回
ノ

休
日
ヲ
設
ク
ベ
シ
」

(
第
十
條
)
,こ
規
定
し
た
。
す
な
は
ち
こ
の
交
替
制
を
探
る
限
り
保
護
鑛
夫
の
深
夜
業
禁
止
は
行
な
は
れ
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

αわ

保
護
鑛
夫
を
實
際
上
深
夜

に
使
用
す
る
も
の
は
殆
ん
,ご
石
炭
艘
に
限
ら
れ
て
居
た
か
ら
、
愈
々
深
夜
業
禁
止
を
働
行
す
る
に
就
て

は
そ
の
炭
礦

に
及
ぼ
す
影
響
が
考
慮
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
お
の
つ
か
ら
坑
内
,こ
坑
外
・こ
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
が
,
坑
内
方
面
は
保

石
炭
鑛
夫
勇
働
状
態
の
鍵
蓬

(第
二
省
第
一號
)

(A

二
〇
五
)

山ム
ニ



石
炭
鑛
夫
労
働
状
態
の
鍵
遷

(
第
二
霧
第

一
號
)

(
A

二
〇
六
)

六
四

護
鑛
夫
の
坑
内
労
働

禁
止
に
吸
牧
さ
れ
る
。

そ
れ
故
特
に
坑
外
方
面
の
み
に
就
て
見
れ
ば
、

問
題
は
女
子
の
專
業

・こ
さ
れ
る
選
炭

(
水
選
を
除
く
)
の
作
業
に
集
中
さ
れ
る
。
當
時
選
炭
の
操
業
状
況
は
第
十
八
表
の
示
す
如
く
で
、
深
夜
業
を
行

ふ
炭
籏
数
は
五
十

六
、
其
出
炭
噸
数
全
國
の
七
十

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
居
た
。

第
十
八
表

選
炭
操
業
状
況
*

操
業
状
究
は
大
正
十
五
年
十
月
調
査

出
炭
ト
ン
数
は
大
正
十
四
年
分

書
業

ノ
ミ
ノ
モ
ノ

ニ
十
時
間
以
内

ノ

喝
ノ

ニ
十
時
間

チ
超

ユ
ル
モ
ノ

計

炭
礦

数
…
四七

四
九

二八
〇

出

炭

ト
ン

数

八
、
八
〇
〇
●
三
九
五

『

九
豊

・
四
老

天

、六
宝

・六
五
五

三
〇
D
三
空

・
五
二七

*
「鑛
業
労
働
事
情
二
關
ス
ル
調
査
」
、
一
三
頁
Q

こ
の
選
炭
の
深
夜
業
禁
止
實
現
に
關
し
て
は
、
①
當
時
書
夜
二
十
四
時
間

(
二
十
四
時
間
に
亘
ら
ぬ
も
の
も
少
か
ら
ず
あ
つ
た
)

に
爲
し

つ
・
あ
つ
た
作
業
を
十
八
時
間
に
て
爲
す
に
要
す
る
設
備
の
旗
張
、
②
坑
内
出
炭
と
選
炭
,こ
の
連
絡
盧
置
、
③
選
炭
と
貨
車

積
及
鐵
道
輸
送

,こ
の
関
係

、
等
の
鮎

に
就
て
解
決
の
見
通
し
を
必
要
,こ
し
た
。
而
し
て
調
査
の
結
果
炭
籏

の
合
理
化
,こ
鐵
道
運
轄
の



改
善
の
見
込
み
が
立
つ
た
範
囲

内
で
法
規
の
改
正
を
行

ふ
蓮
ぴ
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
昭
和
三
年
の

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
改
正
に

よ
つ
て
規
定
さ
れ
た
第
七
條
第
二
項
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
深
夜
業
禁
止
は
實
行
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
二
交
替
制
に
於
て

は

「
鑛
山
監
督
局
長
ノ
許
可
テ
受
ケ
…
…
…
午
後
十

一
時
迄
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」

(第
二
項
)
、
更
に
選
炭
作
業
に
就
て
は

二
交
替
制
に
よ
り
夜
二
時
問
の
延
長
が
認
め
ら
れ
て

「
午
後
十
二
時
迄
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
テ
得
」
る
が
そ
の
代
り
朝
の
方
で
午
前

六
時
迄

一
時
閥
就
業
時
間
を
遅
ら
し
て
埋
め
合
せ
る
こ
・こ
・
し

(
第
三
項
)
三
交
替
制
に
よ
り
全
然
の
除
外
例
を
認
め
ら
れ
た

(
第

四
項
)
。
こ
の
規
定
は
昭
和
五
年
の
施
行
後
三
年
間
適
用
を
猜
豫
さ
れ
漸
く
昭
和
八
年
九
月

一
日
か
ら
實
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

深
部
探
炭

(
濫
度
撮
氏

三
十
度
を
超
ゆ
る
坑
内
の
揚
所
)
に
關
し
て
保
護
鑛
夫
の
就
業
時
間
を
八
時
間

に
制
限
す

る
こ
と
は

、
大

正
十
五
年
の

「鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
改
正
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
た
が
、
更

に
昭
和
三
年
の
改
正
に
よ
る
坑
内

作
業
禁
止
の
規
定

へ

吸
牧
さ
れ
る
こ
と

・
な
つ
た
。
保
護
鑛
夫
に
対
し
、

「
一
日
ノ
就
業
時
間
ガ
六
時
間
テ
超

ユ
ル
ト
キ
ハ
少

ク
ト
モ
三
十
分
,
十
時
間

ヲ
超

ユ
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ

一
時
間
ノ
休
憩
ヲ
就
業
時
間
中

二
設
ク
」

(第
九
條
)
べ
き
こ
と

、
及
び

「
毎
月
少

ク
ト
モ
二
回
ノ
休

日
テ
設
ク
」

べ
き
こ
と

(
第
十
條
)
は
大
正
五
年

「
鑛
夫
勢
役
扶
助
規
則
」
の
制
定
に
よ
つ
て
法
制
化
し
た
。
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二
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頁
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↓
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三

一
年
三
月
稿
、
、

全

十
月
加
筆

石
炭
鑛
夫
勇
働
朕
態
の
鍵
遷

(第
二
巻
第
輔
號
)

(A

二
〇
七
)

六
五


